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社会資本整備審議会用地分科会資料

（事業の概要）
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河川整備基本方針、河川整備計画決定の手続き

！咽II整備駄方針1)] ｜河川整備基本方針の案の作成

〈長期的な基本方針）

l~｝ 1l整備己主司

r-1 

（概ね20年～30年後ま
での河川整備の内容〉

河川整備基本方針の決定 ｜（国土交通大臣の同意〉

( H1 7. 11 .1 8 ) 

｜河川整備基本方針の公表｜

河川整備計画の原案

｜意見｜ ｜住民説明会・
：学識経験者等

河川整備計画の案

｜意見｜ ｜地方公共団体の長｜

河川整備計画の決定 ｜（国土交通大臣の同意〉

一↓ （当初l_H19.3.~ 3_0 変更H幻 .3.4)

｜河川整備計画の公表 ｜
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新たな水道水源の確保〈新規利水〉

、
佐世保市の利水における課題

・既存ダムに貯水できる絶対量が不足 ヨしており、不安定水源に頼らざるを得な
い状況

不安定水源

〈沼Jtl)

・三本木

－四条橋

• J 11棚JII （芭定〉

（ダム〉

・相当

・川谷
．転石

・山の回

・菰田

．下の原

一’

計105,500m3／日

不安定水源

28.500m3／日

川糊川

現況

対応
安定水源である石木ダムで日量40,000m3を新規

開発し、不安定水源を解消する

計117,000rn3／日
．・・

”” F ~ － －－ .....・・
新規開発容量-” ー－，． __ ...... 

---一ー－－ー咽．，．．，

不安定水源が解消され、石木ダムで ｜
安定して確保

（石本ダム

ー 40.000m3／日

ー－－－－－－ー・圃岨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・ー・圃・陣

Jilt間HI

石木ダム完成後
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環境 ・景観対策

環境影響評価の実施
石木ダム建設工事の事業規模は「環境影響評価法」の要件には

該当しないが、 f長崎県環境影響評価条例Jの要件に該当する。
しかし、条例施行前にダム建設事業の認可を受けているため、

環境影響評価の実施は義務づけられていない。

生コ ｜事業の重要性や自然環境等に与える
~~ I影響を考慮し、環境影響評価条例に
．基づく調査・検討を実施
、＂ ~ 

調査内容
・水質〈水温変化・濁水現象、富栄養化〉
．大気質〈粉じん〉、騒音、振動
・動物、植物、生態系
．暑観筈 I 
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水質、大気質等への影響

・・：水質等

・水温変化、濁水現象

選択取水施設の設置

．富栄養化

水質観測の実施

曝気循環施設の設置

・大気質〈粉じん〉、騒音、振動

散水の実施

建設機械の高負荷稼動の回避

低騒音型建設機械の使用等

26 6



｜寸店~（i白書11 I 

｜川7ブII

J＇タマン’＋

生111!い丙う：！ft)

・I }J 7.とりンシ：lウウオ

動物（魚頼）

1~）ニホンウナギ

¥6iヤマトシマドジョウ

Cl）メダカ

(8！シロウオ

一一一~｝l ’；＇.I I；，γ：i』；・！’：；，，＼

組物

i, t二メウラジ口

qJ1エヒガラシタ

tli）ツクシアオイ

貴重種の確認位置

弔!,1,1! 

’i .1. f・;!L’：＇：＼ 

十 I~ ：~

・1『1:r. 

* r間内希少野生動加物種J

野生動植物の樋の保令に閥－ずる

法律（種の保存法s平成4年法律第

75号）に基づき、指定を受けている

民重極

※ fl煎1克省f／ツドリストj

I霊能省第4次レッドリストi斗号車問れ

ている貴重謹のうち、絶滅危填（ JI 
知以上）とされているもの

凡 1’l
月補1.!II~eヨ

肱！ft阿l.:;t,.)出

i!'.7:.：臥1丹をWiil:!il
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本件事業による影響の評価等〈動物〉

分類

租別
（評価時） （現在）

主な確認種 評価等 摘要

改訂 4次政訂

事業区域内には繁殖地は存在せず、生息環境の一部が事

圏内希少野 圏内希少野 ハヤブサ
業の実施により消失するが、調査区域周辺には消失する生 平成19年度の環境

生動植物 生動植物 息環境と同様の耕作地が残存することから生息は維持され 影響評価時に確認済
ると考えられるため、影響は小さいと考えられる．

事業区域肉には繁殖地は存在せず、生息環境のー部が事

絶瀧危慎 サシパ
業の実施により消失するが、調査区培周辺には消失する生 平成19年度の環境

E種 息環境と同棉の森林・耕作地が残存することから生息は維 影響評価時に確舘済

絶滅危棋
持されると考えられるため、影響は小さいと考えられる。

鳥類 E種
生息環境の一部が事業の実施により消失するが、間査区

助物 タマシギ
域周辺には消失する生息環績と同様の水田が残存すること 平成23年度の追加

一 から生息は維持されると考えられるため、影響は小さいと考 調査で確認
えられる。

絶滅危棋 準絶滅
対象事業区場及びその周辺は主要な生息地である可能性

平成19年度の環境
ヒクイナ は低いため、事業により生息地の消失または改変の影響は

E種 危慎 想定されない。
影響評価時に確認溝

絶瀦危倶 絶誠危慎
生息環境の一部が消失・改変されるが、周辺地域には生息

平成19年度の環境
両生額 カスミサンショウウオ 環境が広〈残存することから生息は維持されるものと考えら

E種 E租 れるため、影響は小さいと考えられる。
影響評価時に確認溝

※評価時：「レッドデータブックに掲げるべき日本の絶滅のおそれのある野生生物の種リスト鳥類両生類J（環境庁、2006)

現在：「環境省報道発表資料一平成24年8月28日一第4次レッドリストJ
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動物

本件事業による影響の評価等（動物）

分類

種別
（評価時） ｛現在）

主な確認種 評価等 摘要

改訂 4次改訂

（情線不足｝
絶誠危慎

ニホンウナギ 本植が確認された地点の一部は、対象事業の実施により消
平成19年度の環境

I B種 ~響評価時に確箆済
失するが、ダム堤体下涜には生息環境が広〈残存すること
から生息は維持されるものと考えられるため、影響は小さい

一 ヤマトシマドジョウ と考えられる。 平成19年度の環境
影響評価時に確盟済

魚類

絶滅危慎 絶滅危棋
メダカ

平成19年度の環境

E種 E種 影響評価時に確認済

準絶誠
シロウオ

平成19年度の環境

危幌種 影響評価時に確認済

主要な生息地は川相川であると考えられるため、対象事諜
平成19年度の環境

一 カミスジカイコガイダマシ の実施に伴う直接破産による生息地の消失または改変の
影響は想定されない。

影響評価時に確認済

底生動物
準絶滅 絶滅危恨

マシジミ
平成19年度の環境

危倶種 E種 影響評価時に確盟済

絶誠危恨
ハクセンシオマネキ

平成19年度の環境

E種 影響評価時に確盟済

※評価時：「改訂・日本の絶滅の恐れのある野生生物ーレッドデータブック－4 汽水淡水魚』（環境庁、 2003)

「改訂・日本の絶滅の恐れのある野生生物ーレッドデータブックー6 陸・淡水産貝類』（環境庁、2005)

現在：『環境省報道発表資料一平成24年8月28日一第4次レッドリスト』 30 9



本件事業による影響の評価等（植物）

分類

種別
（評価時） （現在）

主な確認種 評価等 摘要

改訂 4次改訂

絶誠危倶
ヒメウラコロ

平成19年度の環境

E種 影響評価時に確認済

一
（長崎県

エピガラシダ
平成20年度の追加

絶滅危棋 調査で確認

I B種）

絶滅危慎
直接改変により個体が消失するため、消失する個体を生育 平成19年度の環境E種 ツクシアオイ 適地への移植をすることにより、個体の消失を低漉する効 ~響評価時に確認済

植物 絶誠危倶 果が期待でき、影響をできる限り回避・低減されると考えら
E種 れる． 平成19年度の環境

ミズマツバ 影響評価時に確認済

絶滅危慎 ツクシトウキ
平成19年度の環境

I B種 影響評価時に確盟溝

絶誠危倶 準絶滅
エビネ

平成19年度の環境

E種 危棋 影響評価時に確認済

※評価時：『改訂・日本の絶滅の恐れのある野生生物ーレッドデータブックー8 植物I(維管束植物）」（環境庁、2000)

現在：「環境省報道発表資料一平成24年8月28日一第4次レッドリストJ
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治水対策の出較検討

項 目 ①河道改修案 ②ダム建設案 ③遊水地案 ④放水路案

河道改修
石木ダム 遊水地 35.88ha 

施設諸フE ) 1 I棚）1 Iし＝4,080m 
伊I道改修 ；可道改修 放水路延長

Jll~~~Jll し＝ 960m 川棚川 L= 960m し＝2,500m
石木川｜しニ 5,340m

石木川IL= 2,000m 石木川しニ5,340m 

川I~JUI川本川及び石木川 川1JUI川本川及び石木川 川棚川本川では、ほぽ 川捌l川本川｜及び石木ダ
の何道改修を行うため、 のダム下流ではほぼ:gI' 現況の河川！！；＇！境を＇~~持 ムはほぼ現況の河川牒
河川｜環境が変わる。 況の河川環！党を保持で できるが、遊水池付近 JJiを保持できる。
沿川に家屋が密集して きるが、ダム泌水｜亙j成 の河川｜探JJ;tが変わる。 トンネル及び存口部、

いる。 では自然牒J克が変わる。 ・間場整備済の陵地への l止口部が大規模な／j包1役
・工事に伴い、陥梁13 補償対象 影響が大きい。 となり、施設が完成す

陥 .J R怖I1掃の梨替、 家屋67P 大詰の掘削土砂の処分 るまでに長期間を要す

社会的 I穫の改築18必 面積 ：宅地29.6ha ・工事に伴い、備｝菜、の架 る。

条件 補償対象 J.t!Ulli L 77ha 替9橋、 j涯の改築l?i左 ・大村尚への直協放流に
家屋48戸 山林216ha 補償対象 よる漁業への影響等に

面積 ：宅地J..lha 遊水池 ついて、十分な調査の
j兵士山8.3ha 間制 ：農地35.9ha 上、適切な対応、が必要。

河川改修
家屋4j=I 

市制： 宅地0.3ha 
11長j也7.6ha

技術的
特になし 特になし lf.!j:になし !j寺iこなし

条件

経済的
147.2億円 137. 5億円 187.4億円 215.6億円

条件
34 11



社会資本整備審議会用地分科会資料

（意見対照表に関する説明）
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（ 淘川整備計画における計画規模の決定について

石木川合流点下流の整備目標は、想定氾濫区域内での人口や資産等が大きいことから優先的に、1/100の確率

規模とし、石木川合流点上流の整備目標は、当面1/30の確率規模を整備目標とする計画とした。

表川棚川における計画規模の概念図
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表石木川合流点上下流の資産等の比較

崎II仇

‘z‘ 

想定氾濫区場内 石木川合流点下流 石木川合流点上流

人口（千人） 1. 8 0. 9 

宅地面積 （h a) 4 1 1 8 

資産額（億円） 524 403 
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業務営業用水の予測
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佐世保市の業務営業用水（小口〉

はハウステンポスを始めとした観
光関連企業が多くを占めているこ
とから、観光客数との相関関係を
用いた予測を行っている。

【大口需要】~

il+I 
I II平成25年度以降 ｜ ！ 大口需要者の米軍・自衛隊は過
) I I I j去実績を採用レている。
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｜米軍 2,27 日

｜自衛隊 1,955m3/

15



・圃圃圃・・圃圃．-・ 

工場用水の予測
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uoo ~ レ／ ... ＂－.－－へ＇－ I過去実績から判断レ、平均値 j
600 ~ - . ， ー 可 ー ’I c 1, 11411-N臼〉までの回復に j

｜ ｜備えるものとレている。 ； 
400 トー・ ι ー ー I , 

200 ト ー・i

工工工ヱエ I ....- ..-- ..-- ..-- ..-- ..－－戸.－ ..-- .- c:--1 c:--1 己主主

工工．三~－＝－－ ~. :r: :r:工ヱム 一一一一一一一一一一…一一一…＿＿) 

＋ 

【大口需要】

大口需要者である造船企業が従来の

新造船中心の事業から、水を大量に使

用する修繕船中心の事業に経営方針を

転換するため、 これに伴う水需要を新

たに見込む。

十4,412nf/日

＋ 

｛新規需要】

佐世保テクノパーク

平成30年度以降

水産加工団地

平成32年度以降

つくも苑跡工業団地

平成32年度以降

403m3／日

770m3／日

210m:l／日
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佐世保市の水源と給水量の実績
《
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佐世保市の取水状況

基準渇水年の流況

,... 
【基準渇水流量】

10年に1回程度の規模
の渇水における河川の
流量のこと。

市基準渇水流己

＼ 

台l•以 ・枇雨

｜鰐雨

莱弛柿雨

J() 1::1 

水量
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（不安定水源の平成19年渇水時の取水状況）
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亡 ホタルについて

平成21年度にホタルの分布調査を実施しているが、水没地だけで、なくそのよ下流でも数多く飛び交っており、水没

地以外にもホタルの生息に適 した環境が存在することが分かっている。よって、今後、水没地以外の生息環境を考慮

し、慎重に移池場所の選定を行なうこととしている。なお、移植に際しては、学識経験者と協議を行い取り組んでい

くこととしている。

現地確認個体

I -,,. 、，，
、，・－・’

、，

向t Ill掴川台均，·1~ 禽Jill’llt邸

｜④ ・

1e崎・ R 1 ・川内障4・・”6喝If泊cnn ‘詣 ・区画
四回一 同111 貨2 (fお喝ll¥!iの同‘・:ILii”hl，由

R3 ずム1111予定岨～ill冊目＇，•Ill治的蝿

タム‘lit. ~ J ，，，・2・H過の情叫’，／"""' 1•J皿..、·－~干lt!S
骨A＇！宮lit G 4 r'llll却下！’S肉店の．

ゲンジポタル成!Hr.ii査結果
首a ! :c:‘喧3の瞳・・’ ・4・・凶'1>11
R・! ,1・le唱2的情ーれ・川.I.All 会期間It大ii~個体数

f,. I llA• 世田・ルー， 1:1.11~ R・G 冒叫，，と由竃l’lの詣:ta－剥S””
,,., －’”’l～田・II.I.翼g 26 R岨 "" J 川問刷・＇）－芋ヤー~t宮崎句・＼II ”II・s川.L•'\ts19



治水代替案比較表

（※川棚川河川総合開発事諜（施設名：右木ダム）の検誌にかかる検討）より
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．・ 土地収用法第22条に規定する意見
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国土交通省九州地方整備局長

官崎収殿

平成25年5月 13日

東京大学大学院工学系研

教授滝沢智

土地収用法第22粂の規定に基づく意見聴取について【回答】

平成25年5月7日付、国九整崎計建第1号にてお問い合わせの件について、下記のとおり

御回答申し上げます。

1.生活用水需要予割について

生活用水の使用量は家庭における水利用機器や自家用車などの所有状況、家族構成、生活

の習慣などのさまざまな因子によって定まるものと考えられる．これらに加えて、渇水に

よる給水制限や断水などのため水の利用が一時的に制限されると、その影響は給水制限や

断水が解除されても数年にわたってつづき、一人あたりの水消費量が減少した状態が継続

することが知られている．しかし、その後は人々の記憤から給水制限や断水の記憶が薄れ

てゆくにしたがって、水消費量は徐々に回復に向かう。

佐世保市では、これまでしばしば渇水による給水制限を経験し、そのたびに一人あたり

の水消費量が減少した．しかし、給水制限の解除とともに、従来の水消費量に回復する傾

向は他都市と同様である．このことから、一人あたりの生活用水である生活用水原単位が、

潟水時を除く平時には従来の値に回復するという仮定は妥当なものである。また、生活用

水の水需要の総量は、人口と生活用水原単位を掛け合わせることによって求められるが、

認やかな人口減少下においても、生活用水原単位が回復傾向にあれば、生活用水の水需要

がわずかに増加するとの結論は十分にあり得る推定である。

2.業務影響用水需要予測について

観光業は、造船業と並んで佐世保市の重要産業の一つである．観光業を含む業務営業用水

については、水使用量が景気変動の影響を受けるため、時系列的に傾向を判定することが

難しい．そのため、過去の観光客数と業務営業用水との聞に相関があることを見出し、こ

の相闘が今後も続くと仮定して、将来の業務営業用水を推定することは、妥当であると言
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える。観光業においては、観光客が直接に使用する水の量は限定的であるが、その一方で、

観光が盛んになれば、観光に関連した事業の活性化を促す効呆があり、それらの事業にお

いても水消費量が噌大すると予測することは、妥当な推定であると言える。

3.大口需要者の工場用水需要予測について

佐世保市は制骨業と観光業が市の経済を支えている都市であり、そのうち造船業が使用す

る水量は、水道の給水量の大きな割合を占めて川る．しかし、・近年は造船業もその業務内

容の転換を迫られており、佐世保市内の大手造船会社へのヒアPングによると、今後は新

規の造船から修繕船事業に業務の中心を移行してゆく計画であることが明ちかとなった．

修繕船事業では船体の洗浄作業において大量の氷を使用するが、その作業の発生は業務の

受注状況に依存し、そのため不定期にならざるを得な＂＇...水道による．水供給においては、

水需要のピーク時にも安定した水供給を行うことが求められており、ピーク時の水需要を、

その他ぬ比を含めて平均して水需要を算出すると、ピーク時に水需要に対応できなくなる

恐れがある。このため、大量の水を消費する船体貌待作業時の水使用量をもとに水需要を

算定することは妥当である。また、ヒアリングによれば、今後は船体修繕事業を拡大する

予定であることから、同時に2隻の船体の洗浄作業が発生することも十分に予測される。

従って、船体の同時洗浄を想定した水需要を算定することは、佐世保市の重要産業である

造船業に対して必要な水量を算定するためには必要であると雷走る．

,4.負荷車について

負荷串は、一日：最大給水量に対する一日平均給水量の割合をパーセントで表したものであ

る．各年ごとの負荷率は、猛暑や潟水などの気象により影響を受けるほか、景気の変動な

どにも大きく影響される．特に全給水量に対する産業用水の割合が高い水道においては、

最気変動の影響が負荷率に大きく影響を及ぼす。このため、負荷串を決定する場合は、過

去 10年から 20年の負荷串を参考にするが、どれくらいの期間を参考にするかは、その地

棋の特性や、当該期間の猛暑や潟水、景気変動などの事象の括生状況を参考にして定める．

佐世保市は、ハウステンポスなどが位置する観光都市であるとともにL造船業をはじめ

産業用水が全配水量に占める割合が商b、また、過去 5年はいわゆるりーマンショックな

どで世界経済が低迷し、日本の経清も活気を失っ．ていた時期にある。これらのことから、

負荷率を算定する際に、過去 10年ではなく、過去 20年の負荷串を参照し、その最小値を

採用したとしても必ずしも不適切であるとは言えない．むしろ、今後、日本経済が穏やか

な回復を示し、佐世保市においてもその影響が波及することを想定した場合には、負荷皐

が急激に変動することも十分にありうることから、過去20年の負荷串に基づいた負荷車の

算定は妥当な算定方法であると言える。
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国土交通省九州地方整備局長

吉崎収殿

雫成25年 5月15日

首都大学東京都市環境学旨一

特任教授小泉

土地収用法第22条の規定に基づく意見聴取についての回答

平成25年 5}.I 7日付で依頼のありました国九整計建第1号による意見聴取に

ついて、下記の通り回答いたします。

記

1. 生活用水需要予測について

佐世保市水道局における今回の生活用水需要予測における方法並びにプロセ

スは妥当なものであると判断します。

市民の生活や都市の産業活動に必要不可欠な水道において、渇水が頻繁に発

生している地域における水需要予測は、水道による水供給の安全性や安定性を

高めるためにも極めて重要な意味を有しています。このため、将来水道計画の

立案に当たっては、市民にとって妥当な計画目標値を定めることに重点を置く

ことが必要となります。

過去に数多くの給水制限を強いられた地域における水需要予測においては、

給水制限が無かった場合ーの考慮が極めて困難です。今回のケ一九では、生活用

水の原単位構造式を重回帰分析により作成しており、この水需要構造式の説明

変数として「渇水の有無Jを用いていることから、渇水が多発している地域の

おける構造式として適切であると考えられます。

また、生活用水の原単位（一人一日当たり使用水量）を推計した結果は、平

成 36年度において207L／人／日であり、同規模の都市における平均値253L／人

／日と比較しても 2割程度低い値であり、過大評価とは言えないと恩われますら

なお、現時点（平成 23年度）の生活用水原単位 189L／人／日については、過去

における渇水による生活習慣の抑圧効果が生じているものと推察されます．
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2.業務営業用水需要予測について

佐世保市は歴史のある地方都市であり、観光都市、造船の街、基地の存在と

いった特徴があります。基地における米軍や自衛隊で使用する大口需要につい

ては、水利用の特性が他の業務営業用水とは異なるため、別枠で予測している

点は妥当であると言えます。

今回の予測では、大口需要を除く小口需要を業務営業用水として予測してい

る訳ですが、業務営業用水の大半が観光関連企業による水利用であることから、

業務営業用水と相関の高い観光客数を用いた回帰式による推許は妥当であると

判断します．

3.大口需要者の工場用水需要について

大口需要者である造船企業への給水については、パルス的な水需要を呈する

ことから、最大パルスに対応しなければならないため、一般的な負荷率の考え

方主は別に考慮すべきであり、将来における新規開発水需要についても市が見

込んでいる水量については加算するべき水量と言えます。

歴史的にも佐世保市における造船関係の発展は、地域の将来を左右するもの

であると考えられることから、水供給能力の制約が地域の発展を臨書すること

が無いように配慮する必要があります。

4.負荷率について

負荷率については水道施設規模を決定すでる際の安全串の一部であると考ゑて

おり‘基本的には安全側に設定することが肝要です。

佐世保市においては、過去において厳しい潟水を経験しており、観光産業や

造船業、そして基地における水使用を考慮すると、一日最大給水量と一日平均

水量との差具は大きくなる可能性を秘めていると考えられます。したがって、

今回の水需要予測において 20年の期聞における負荷串のデータに基づき、 2番

目の最小値である 80.3%を採用したことは妥当であると言えます。

また、この数値は－、同様に基地の街である横須賀市の・80.0%、湖倍の街であ

る呉市の 78.5%、さちには近隣の長崎市における 80.9%という数値と比較して

も、納得することができる数値であると恩われます。

¥ ， 
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a 利用：水利権制度等・国土交通省水管理・国土保全局

；み国土交通省
E叫E由 l用由民｜サイトマップ l文字の文書書箆文＋崎小・ l

:..::.. .. 同町.....酬Llll1岨帆周回・，Tl.. 叫同時制咽h回開 ホームに良品

主＝ムー宜守招・聞＋醇守レ.，.， ，，利用・.zt.主血民2位ヱ川水利抱嗣底Z事

開霊軍閥

ぷ－利用。・
水利値観度等

水利績の肉容

｜水資源｜下水道l砂防

国主支遺書について 訟賢・仕事 組遺・広u

珂Jllの注水を占周する福剥である『水畢l姐』の具体的内容は、そのお可に附された『水利使用規則』｛紛によって定

まっています．

様水制使用銀周とは

水滴使用の鈴苛の内容及11!1r件豊定的たものです．

ー般的に．水利惜の肉容となるべき事項は~のものです．

と竺
・1 珂Jllの跡砧周する目的です．駒山事l使用制lにおいて、水力発電J叫い．柑よ棚氷‘踊周

/ ＊・饗魚、し尿処理Iiの区分で表示しています．誌水の占周の目的lま水車ilf置の肉Sとなるので．占周の量が周じであ

っても目的が異なれば．別の水車It置となります．

I 2.舗の編情

潟水の占周の繍隔は．占周の盆と並んで水利帽の箆嬰な肉容です．河川のよ況でのJrillltl孟．下誌の水利権者に対

して.実ょの優先的地位をIii得することと怒り．鍵行河川では、取水口が珂ロから岡ー毘胞にある禍合でも左右岸に

よって取水の優劣が事実よ拠なることがあります．

r 3.占周防建

白書E涜ホによる思水．湿による寝よげ取水．ポンプIi水．ダムの貯留水の取水．伏涜lltllll水などの別です．

ヒ竺竺
取水口ごとの1秒あたりの盛大取水量のほかに、可図録；；！；Ill!水量l.年間総取水盆、&;;I;使用水温wが必要に応じて

llめられます．

Is.＊カ蝿における純

水利信用銀則では．理組本カ【＝使用水量｛同la】x有虫歯li盤（m)"9.8）として寝示しています．

I 6・跡の闘における開忌

水制使用銀関では、貯水泡の水位｛常時濁水位．量低水位｝としてlll>'i'しています．

ヒ竺型
＊串l摘tの齢可期間i宜、原則として．発電水制使用については、復ね初年．その他の水車l使用については.atね10年

として、実笥止処理されています．

ただL、先電本車l使用における&lね初年の庫則の取録いについては.－m河川において．当初鈴可からー定期間

華経過しているものを中心に．原則に当ては~らない（~午可期聞を短錨する）ものを顕恩化して示L.. これにおづe処理

しています．

いわゆる『慣行水利指』について

慣行水剥砲とは‘18河川!ifJ(i!行された年である明治29年の鴎aにおいて．すでに河川からIll水を行宮ていた

ものをいい．これについては．積めて珂Jiil去にaづ〈取水のお可申affaを要することなふ鈴可を受けたものとみ

なされます．慣行水事J＊置の肉容は．社会的な意思を曇けた慣行によ。て定まります．

http://www.mlitgo.jp/river/riyou/ma泊／suiriken/seido/

1/3ページ
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利用：水利権制度等・国土交通省水管理・国土保全局

水利植の肉容の銅鈎

l，紺伽聞に由来する肉在側約

水＊I糧l孟．河川の潟水を直鎗支配する織別であって‘羽川管理者に対する債権では怠いため．鳳常渇水のために、

Iii水が不創＝なっても．その纏利の肉容の実現を河Jll管辺容に要求することはで書ません．

また‘珂川管理者が行う河川1.:r.:s1ま．水利II宥を含めた公共の利益のためにlJ!飽きれるので．河川ヱ事の実箆に

よって生じる潟水の汚濁によるll:t水の占用への支障も．罰川工事によって通常生ずる程度の支障である渇合は‘これ

を受忍すべきものとされています．

水利時軍用銀即には、この旨の！｝項が包Sされますが．これは水利舗の許可に附された特別の象停ではなふ河川使

用に内在する制鈎を砲1ll的に畿しているものです．

f 2・水車欄間の条件による蜘

ホ剥＊＇の許可に当たって．淘 Ill管患者によって附される録件は・＊剥自置の肉容を制約します．水制使用岱可の肉容

及び条件l孟．齢可に織して備される水制使用組朗において明らかにされτいます．通常‘この＊別使用規則において

は、

1 水利使用の邑的

:z. a水口等の也包

3.取水量簿

4.取水及び蕊水貯留の条件【Iii水制限．貯留制限.n水量量調．優先頃位llJ】

5.ヱ作街及び主治の占周場所及び占用面罰

6.許可期限

7.ヱ司Eの条件

a II＊盆の劃定a窃

9. fl水量及び御水の水質

10.ポンプ鑑留の取水能力の寵Jl!:jjil!l

などに関する事項がm定されます．

なお.I守司に当たっての条件は．適正な河川の管理を砲保するため必要な量小眼底のものに限り．かっ、水利指宥

に対L不当なIHIを録することとなるものであってはならないとされています．｛凋Ill！量篇so£量〉

抱剰の安定住による分類

I 1.安定水準備

＊剥~＂干可の一つの~ーとして.6•渇水底.it＜諜｝から既得樋剥者の水利組量及び珂Jlltll!よ必要C*itを鐙

除し．この鐙除した組処得られた甥余のll'il量に比して．申筒書れた取水量が当E書淀屋の箆函肉である渇合に．街規に

**I織が齢可されるというものがあります．

このようにして許可された水制舗は．砲水が安定的に自観されることから安定水純砲と苦手ばれています．申鴎された

取水量が河川の白銀涜況のままでは涜足されないために、ダム等の水質Sllll~鎗怨を位置して、人畠的にg.渇水

uをt’；；！；；させてダム率直給を曇ける水利権も』R~水草1舗です．

議iSltl渇本車量とは

10~事1:1固租aの渇水年における取水予定泡点の渇水Jll!i（年間話S目illilをいい宮す．

国

書記扇面

員 ~ E 凹

f 2.Q水糊纏

盛氷水車嶋とは．取水の許可条件として．河川のお量がー定i¥'t量を魁える場合に限り砲水できるとされている纏剥

です．安定本剥纏がa.渇水年において逐年Ill水することが可飽で，，るのに銅1...!l*水剥砲では‘通年取水が不

可能であり．また．渇＊年などの浪況が翠い年においては．取水可飽盛がilR少します．

この虫水水利砲は．

イ S水｛楽】向にしか取水で舎ないため・＊利使用の目的が＋分に遺成きれないおそれがあること

http://www.mlit.go.jp/river/riyou/ma泊Isuirik:en/seido/ 
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利用：水利権制度等 ー国土交通省水管理・国土保全局

ロ I干可S提供にましたll水局の取水が行われるおそれがあるため．その本~I使用の実行の仕方によって

t孟．下衰の既得水利や河川のま官官r.;s箆を侵害Fずることが考えもれること

ハ水資:II開発を待って安定的取水を行う警との11111こ費用負慢の還が生じること

二 S量発の水資..開発によってf11m可院な豊水が.少し.11.. 1のお億化を来す．あるいは後発の水質湾問

発のま市げとなるおそれがあること

’Fのr.10~があります．

ただし．水力発電については．ヨ川の忠実が己有史t3する中で－~に取水し得る水去｛官官時«潟水！？lのii!El肉で

の内発電苦行うものでは本（.Sitれ込み武’！"11にあっては．尋問708から90Bflllの期間において使用で曹る水量

｛銀大使用水澄）が取水司純t..:IA合に． これを銀大取水量とLて取水l...~：：を符うのが通W'lです·＇宮た．水力発電Ii

河川水を鴻費しt.；い＊H使用という符色を帯電していることから．’！：＆原水車1111:1:.a水－＊剥4ーとして1llめられてい京

す．

'i<ll水とは

鍾却し世*1砲における鑓水とは．基皇E渇水定患をよ図る闘うtO>!IU!をいいます．

な1；. この!31：.年銅95日告下らない叉！！~隻;ti蕊震と呼ぶことがめリ志すので．注•h＇必要です．

I 3. t!i定.氷水宇I~

ダム等によって生み出される水笠を納得して水平•J ll申織を予定しているところ．ダムがまだ完成していない二とから．

水道用水等のお裏がm実に先生しているにも拘らず．安定釣な水利便局が行えr.;い場合があリます．ζのように縫合

的廃舗により緊急に思水を必要とする渇舎に1:.1干可湖騒が別家したら矢泊する旨の支局条項1lぴ641渇水流畳を

tilえる鴻合に限りその組える節分の開館内で取水することがで曹る曾の笠＊条項を附して.v定的な水t-1継が鈴可さ

れることがあリます．このような水利砲を.fQ定壁氷水牢JI置と呼んでいます．省rue水水＂＇抱 1:1:.鐙水水利慣に肉径す

る不安定住の外に．砲事•Iの符緑色の置でも安定住を欠いているといえます．

r ~利権について l三五車L!L1忠三 い 虫剥憎車問の草持表 I ~ ＇°＇ ＇・1構図悦司のまU!i『a

.., ..，イパυ－rlt • F~－ I ・1シつについT・署内泊・~費量JI 国土交通宙干100-8018東京臨千代目160が関トト3

Caovrich時 2007MUT J・帥の削町1huR1・・r1ed. (fUI電1!)03・5253-8111 .,. ..・

313ページ
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川棚川総合開発事業

石木ダム環境影響評価書

平成 20年 2月

長崎県土木部河川課

長崎県石木ダム建設事務所
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4. t. 8. 3環境保全措置の挨討

(1）環境保全措置の検討項目

原境保全措置の検討は、予測の結果を踏まえ、環境影響がない文は小さいと判断さ

れる場合以外に行う。

予測対象とした動物の重要な種及び注目すべき生息地は、晴乳類 3種、鳥類 32種、

腿虫類 i種、両生類 5種、魚類 3種、昆虫類 28種、底生動物 8種である。そのうち、

予測の結果から、哨乳類 3種、鳥類 32種、問虫類 l種、両生類 5種、魚類 3種、昆

虫類 27極、底生動物 5種については、影響がないまたは小さいと判断されることか

ら環境保全措置の検討を行う項目とはしない。

動物について、環境保全措置を検討する項目を表 4.1. 8-21に示す。

表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目 (1/10)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の既要 施設等の
工事中 存在及び

供用

本種の生息環境である耕作地及び河川敷は、その一部がダムの堤
体、土捨窃跡地、貯水池及び道路の存在により消失・改変される
が、綱査地域にiま本植の生息環境が広く残存すると予測され、本種

カヤネズミ
の生息は維持されると考えられる．また、工事中における生息環境

一 一の使乱による、直接改変以外の本種への影響は小さいと考えられ

る．
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種の生息環境である耕作地及び樹林地は、その一部がダムの堤
体、土捨場跡地、貯水池及び道路の存在により消失・改変される

が、調査地域には本租の生息環境が広く残存すると予測され、本種

キツネ
の生息は維持されると考えられる．また、工事中における生息環境
の慌乱、結股等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化によ 一 一
る、直接改変以外の本租への影響は小さいと考えられる＠
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本種の生息環境である耕作地及び樹林地は、その一部がダムの場

体、土捨場跡地、貯水池及び道路の存在により摘失・改変される

が、調査地域には本租の生息環境が広く残存すると予測され、本種

アナグマ
の生息は維持されると考えられる。また、工事中における生息環境

一のti!乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化によ
る、直接改変以外の本種への影響は小さいと考えられる．
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．

4. 1. 8-309 
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（2/10)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の慨要
施設等の

工事中 存在及び

供用

．烏 カンムリカイ 本種は、川棚川の感期峻及び河口を主な生息環境としていると考

類 ツプリ えられることから、対象事業の実施による直接改変及び直接改変以 一 一
外の影響は想定されない，

本種は文献調査のみの磁認であり、また、渡来教が極めて少な

サンカノゴイ く、対象事業実施区域は主要な生息地ではないと考えられることか

ら、対象事業の実施による直後改変の影響は想定されない。
一 一

本種は文献間査のみの確認であり、主な渡来地も本州中部以北で

オオヨシゴイ あり、対象事業実籍区波は主要な生息地ではないと考えられること 一 一
から、対象事業の実胞による直接改変の影響は相定されない。

本種は文献調査のみの稽認であり、本種の生息．環境は広く残存す

ミゾゴイ
ることから、対象事業の実施による直接改変の影響は小さいと考え

一 一
られる．従って、対象事業の実施が本種の生息に与える露響は小さ

いと予測される．

本種が確認された地点の一部は、直接改変により消失するが、調

査地域周辺には消失する生息環境と同様の水回及び草地が残存する

ことから、本租の生息は維持されると考えられる．また、工事中に

チュウサギ おける生息環境の撹乱による、直接改変以外の本種への影響は小さ 一
いと考えられる．
従って．対象事業の実施が本種の生息に与える彫響は小さいと予

測される。

本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実描区域は主要な生

クロサギ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
変の影響は想定されない。

本種は文献鯛査のみの確認であり、また、渡来数が極めて少な

コウノトリ く、対象事業実施区域は主要な生息地ではないと考えられることか 一 一
ら、対象事業の英徳による底接改変の影響は想定されない。

本種は文献鯛査のみの繭臨であり、また、渡来数が極めて少な

コクガン く、対象事業実描区壌は主要な生息地ではないと考えられることか 一
ら、対象事業の実施による直接改変の影響は想定されない。

本種は文献調査のみの棺認であり、漉来数は極めて少なく、主な

渡来地も東北地方及び北陸地方であり、対象事業実施区域は主要な

ヒシクイ 生息地ではないと考えられることから．対象事業の実絡による直後

改涯の影響は想定容れない．また、貯水池の存在は新たな生息場と

なることが考えられる．

本種は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区崎は主要な生

オシドリ
息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改

変の影響は想定されない。また、貯水池の存在は新たな生息場とな 一
ることが考えられる。

本種は、 Jll棚川の感潮域及び河口を主な生息環境としていると考

ミサゴ
えられることから、対象事業の実施による直接改変及び直接改変以

ー 一
外の影響は想定されないe また、貯水池の存在は新たな餌場となる

ことが考えられる。
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表4.t. 8-21 環境保全措置の検討項目（3/10)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の概要
描設等の

工事中 存在及び

供用

．烏 本種の生息環境である樹林地の一部は、対象事業の実施により消

類 失するが、調査地戚周辺には消失する生息環境と同様の樹林地が残

存することから、本種の生息は維持されると考えられる。また、工

ハチクマ
事中における生息環境の挺乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部 一 一
付近の環境の変化による、直後改変以外の本極への影響は小さいと

考えられるa

従って、対象事業の実錨が本種の生息に与える影響は小さいと予

jJllJされる。

本種の生息原境である樹林地の一部は、対象事業の実施により消

失するが、調査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地が残

存することから、本稲の生息は維持主れると考えられる。また、工

オオタカ
事中における生息環境の撹乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部

付近の環境の変化による、直後改変以外の本種への影響は小さいと 一
考えられる。

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される，

本種が確認された地点、の一部は、対象事業の実施により消失する

が．調査地域周辺には消失する生息環境と同様の林縁部が残存する

ことから、本種の生息は維持されると考えられる。また、工事中に

ハイタカ
おける生息環境の擾乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部付近の

一 一環境の変化による、直接改変以外の本穂への影響は小さいと考えら

れる．
従って、対象事業の実胞が本種の生息lこ与える影響は小さいと予

測される。

本祖が確認された地点の一郎は、対象事袋の実施により消失する

が、調査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地及び耕作地

が残存することから、本植の生息は維持されると考えられる。ま

サシパ
た、工夢中における生息環境の提乱、施設等の存在及び供用に伴う

一改変部付近の環境の変化による、直接改変以外の本種への影響は小 一
さいと考えられる．
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種の生息環境である耕作地の一部は、対象事業の実施により消
失するが、調査地壊周辺には消失する生息環境と同様の耕作地が残

存することから、本租の生息は維持されると考えられる．また、工

ハヤブサ 事中における生息環境の提乱による．直接改変以外の本種への影響 一 一
は小さいと考えられる。

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生

ヤマドリ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
変の影響は憩定されなb、’

本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生

マナヅル 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一
涯の影響は忽定されなL、ー
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表4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（4ハ0)

環境保全措置の検討

.CJ!目 予測の結果の慨要
脂設等の

工事中 存在及び

供用

鳥 本種は、対象事業実施区繊及びその周辺は主要な生息地ではない

頴 ヒクイナ と考えられることから、対象事業の実施による直接改変及び直接改 一

変以外の影響は想定されない。

本種は文献胴査のみの磁器であり、対象事業実施区域は主要な生
．、

タマシギ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一

涯の影響は想定されない。

本租は文献調査のみの磁器であり、対象事業実施区域は主要な生

ホウロクシギ 息地ではないと考・えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一

変の影響は想定されないー 司．

本租は文献鯛査のみの磁器であり、対象事業実施区域は主要な生

コアジサシ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一

変の影響は想定されない。

本種の生息環境である樹林地の一部は、対象事業の実施により消

失するが、潤査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹休地が残

存することから、本租の生息は維持されると考えられる。また．工

アオパズク
事中における生息環境の提乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部

一 一
付近の環境の変化による、直接改変以外の本種への影響は小さいと

考えられる．

従って、対象事業の実泡が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本租が確認された地点は、対象事業の実施により消失するが．調

査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地及び耕作地が残存

することから、本種の生息は維持されると考えられる。また、工事

フクロウ
中における生息環境の俊乱．庖設等の存在及び供用に伴う改変邸付

近の成境の変化による、直後改変以外の本種への影響は小さいと考
一

えられるe

従って、対象事業の実施が本稽の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種が稿認された地点は、対象事業の実施により消失するが、調

査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地及び河川域が残存

するe また、鯛査地域上流の石木川でも砲認され、さらに貯水池の

出現により新たな餌婦となる可能性があることから．本極の生息は

ヤマセミ 維持されると考えられる。また、工事中における生息環境の慌乱、 一 一

結設等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化による、置接

改変以外の本種への影響は小さいと考えられる。

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（5/10)

深度保全措置の検討

項目 予測の結果の援要
撞設等の

工事中 存在及び

供用

烏 本種が碕認された地点は、対象事業の実施により消失するが、間

類 査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地及び河川域が残存

することから、本穏の生息は維持されると考えられる，また、工事

アカショウピ
中における生息環境の提乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部付
近の環境の変化による、車接改変以外の本種への影響は小さいと考 一：ノ
えられる。
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える膨響は小さいと予

蔀IJさtもる。

本租は文献調査のみの砲認であり、本租の生息環境も広く残存す

サンショウク ることから、対象事業の実絡による直接改涯の影響は小さいと考え
一 一

イ られる．従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さ

いと予測される．

本租が確認された地点は、対象事業の実施により消失するが、踊

査地域周辺には消失する生息環境と同様の林縁部及び河川域が残存

することから、本稲の生息は維持されると考えられる。また‘工事

カワガラス
中における生息環境の慢乱、描設等の存在及び供用に伴う改変部付

ー ー
近の環境の変化による、笹接改変以外の本種への影響は小さいと考

えられる。
従って、対象事業の実施が本租の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本祖が確認された地点は、対象事業の実施により消失するが、調
査地積周辺には消失する生息環境と同様の樹林地及び河川壊が残存

することから、本種の生息は維持されると考えられる。また、工事

ミソサザイ
中における生息環境の提乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部付

一近の環境の変化による、直接改変以外の本種への影響は小さいと考 一
えら.fl,る．
従って、対象事業の実絡が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本種は文献調査のみの拙認であり、対象事業実施区蟻は主要な生

キピタキ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による寵接改 一 ー

変の影響は想定されなb、．

サンコウチョ
本種は文献調査のみの磁器であり、対象事業実施区域は主要な生

ウ
息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 ー

変の影響は想定されなb、。

本租が碕認された地点は、対象事業の実施により消失するが、踊

査地域周辺には消失する生息環境と同様の樹林地が残存することか

ら、本租の生息は維持されると考えられる。また、工夢中における
カケス 生息環境の挺乱、施設等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の 一 一

変化による、直接改変以外の本種への影響は小さいと若者えられる．

従って、対象事業の実施が本稲の生息に与える影響は小さいと予 J
測されるe
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（6ハ0)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の概要
施設等の

工事中 存在及び

供用

問 本穏の生息環境である緋作地及び樹林地を含む範囲は、その一郎

息 がダムの堤体、貯水池及び道路の存在により消失・改変されるが、

領 周辺地域には本種の生息環境が広く捜存することから、本種の生息

．、 シロマダラ
は繕持されると考えられる．また、施股等の存在及び供用に伴う改

ー 一
変部付近の環境変化による、直接改変以外の本種への影響は小さい

と考えられる．
従って、対象事業の実施が本種に与える影響は小さいと予測され

る。

両 本種の生息環境である樹林地及び水回を含む範囲は、その一部が

生 ダムの爆体、土捨場跡地、貯水池及び道路の存在により消失・改変

額 されるが、周辺地峻には本種の生息環境が広く残存することから、

カスミサンシ 本種の生息は維持されると考えられる．また、施設等の存在及び供
ー 一

ョウウオ 用に伴う改変部付近の環境の変化による、直接改変以外の本種への

影響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実施が本穏に与える影響は小さいと考えられ

る。

本種の確認地点は、その一部が道路及び貯水池の存在により消

失・改変され、事業の実胞による影響を受けると考えられるが、間

査地域には本穏の生息環境である水田及び湿地が広く残存し‘貯水

イモリ
池上流の河Jllr合いには本種の生息環境であると考えられる水田が多

一 一
く存在する。このことから、本種の生息は維持されると考えられ

るa

従って、対象事業の実施が生息に与える影響は小さいと予測され

る。

本種の確認地点は、その一部が道路及び貯水池の存在により消

失・改変され、事業の実施による影響を受けると考えられるが、間

査地峨には本穏の生息環境である水田及び樹林地が広く残存するこ

ニホンアカガ とから、本種の生息は維持されると考えられる。また‘施設等の存
一 一

コ二＇＂＇
在及び供用に｛学う改変部付近の環境の変化による、直接改変以外の

本種への影響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種の確臨地点は、その一部が道路及び貯水池の存在により消

失・改変され、事業の実庖による影響を受けると考えられるが、調

査地波及び貯水池上流の河川沿いには‘本穏の生息環境である水田

トノサマガエ が多く桟存することから、本種の生息は維持されると考えられる。

Jレ このことから、対象事業の実艦が生息に与える影響は小さいと考え
ー

らtiる。
従って、対象事業の実施が本緩の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種は文献嗣査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生

カジカガエル 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
変の影響は想定されない。
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表4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（7/10)

環境保全階置の検肘

項目 予測の結果の概要
塩設等の

工事中 存在及び

供用

魚 本種は文献調査のみの融認であり、対象事業実施区域は主要な生

類 カネヒラ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実描による直接改 一 一
賓の影響は想定されない．

本種は、対象事業実施区域を主要な生息地としていないことか
ら、直接改変による影響は想定されない。また、工事中・施設等の

メダカ
存在及び供用に伴う水質の変化による、直接改変以外の本種への影 一
響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実絡が本稲の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本稲は、対象事業実施区域を主要な生息地としていないことか
ら、直接改変による影響は想定されなし、。また、工事中・施設等の

シロウオ
存在及び供用に伴う水質の変化による、直接改変以外の本種への影

ー
響は小さいと考えられる。
従って、対象響楽の実施が本租の生．邑に与える影響は小さいと予

測される。

昆
セスジイトト

本種は文献調査のみの施認であり、対象事業実施区域は主要な生

虫 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
類

ンポ
変の影響は想定されなb、。

本種の生息環境である湿地及び休緋図を含む範囲は、そのー部が
ダムの堤体、土捨場跡地、貯水池及び道路の存在により消失・改変

ヒメアカネ
されるが、周辺地犠には本種の生息環境が広く残存することから、

ー 一本租の生息は維持されると考えられる。
従って、対象事業の実絡が本稲の生息に与える影響は小さいと予

｝測される。

本租は文献調査のみの硝認であり、対象事業実施区域は主張な生
ハルゼミ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一

変の影響は想定怠れなb、。

本種が砲認された地点の一部は、対象事業の実施により消失する
が、調査地場周辺には消失する生息環境と同様の河川が広く残存す

シマアメンポ ることから、本種の生息は維持されると考えられる。 一 一
従って、対象事業の実摘が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本程は文献調査のみの暗認であり、対象事業実施区域は主要な生

タガメ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 ー 一
変の影響は想定されない。

本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生
ホソパセセリ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一

変の影響は想定されない。

ミヤマチャパ
本種は文献調査のみの施認であり、対象事業実施区域は主要な生

ネセセリ
息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 ー 一
変の影響は想定されない．

コチャパネセ
本需は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区域は主要な生

セリ
息地ではないと考・えられることから、対象事業の実施による直接改 一
変の影響は想定されない．
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（8/10)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の概襲
施設等の

工事中 存在及び

供用

昆 本種は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区域は主要な生

虫 トラフシジミ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直後改 ー

頚 変の影響は想定されない。

シルピアシジ
本穏は文献調査のみの硲認であり‘対象事業実施区棋は主要な生

息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直後改 ー 一
、、、

変の影響は想定されない。

本種が確認された地点、は、対象事業の実胞により消失するが、鯛

査地底周辺には消失する生息環境と同様のヤナギ群落が広く残存す

ることから、本砲の生息は維持されると考えられるe また、施設等

コムラサキ の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化による、直接改変以 一

外の本稲への影響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実施が本組の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区壊は主要な生

サカハチチョ
息地ではなく、調査地域周辺には本種の生息環撹が広く残存するこ

とから、本租の生息は維持されると考えられる。 一 一
ウ

従って、対象事業の実施が本誼の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本種が砲器された地点の一部は、対象事業の実胞により消失する

が、制査泡蟻周辺には消失する生息環境と同様の広葉樹林が広く主主

メスグロヒョ
存することから、本植の生息は維持されると考えられる。また、 hi
設等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化による、直簸改 一 一

ウモン
変以外の本種への影響は小さいと考えられる。

従って、対象事業の実施が本租の生息に与える影響は小さいと予測

される．

本種は文献調査のみの砲認であり．対象事業実施区域は主要な生息

スミナガシ 地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改変 一 一

の影響は想定されない，

本種は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区域は主要な生息

オナガアゲハ 地ではないと考えられることから、対象事業の災施による直接改変 一 一

の影響は想定されなL、．

ツマグロキチ
本種は文献調査のみの碓臨であり、対象事業実施区減は主要な生息

地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改変 一 一
ョウ

の影響は想定されなb、．

本種が砲認された地点の一部は、対象事業の実施により消失する

が、調査地域周辺には消失する生息環境と同様の林縁部及び草地が

サトキマダラ
広く残存することから、本種の生息は維持されると考えられる。ま

ヒカゲ
た、指紋等の存在及び供用に伴う改変部付近の環境の変化による、 一

直接改変以外の本種への影響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予測

される。

4. l.8-316 
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目（9/10)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の慨要 施設等の
工事中 存在及び

供用

昆
ウラナミジャ

本語は文献調査のみの砲認であり、対象事業実施区峨は主要な生

虫 息地ではないと考えられることから‘対象事業の実簡による直接改 ー

類
ノメ

変の影響は想定されない。

－‘ 
キスジウスキ

本種は文献銅査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生

息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 ー 一
ヨトウ

変の影響は想定されなb、。

マイマイカプ
本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実施区壊は主要な生

息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
リ

変の影響は想定されなb、．

シロヘリハン
本種は文献澗査のみの確認であり、対象事業実施区峨は主要な生

息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一
ミョウ 一

変の影響は憩定されなb、。

本種は文献閥査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生

ゲンゴロウ 息地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
変の影響は想定されない。

本種の繭認地点は不明であるが、調査地峨周辺には本種の生息環

境と同様の水闘が広く残存することから、本種の生息は維持される

コガムシ と考えられる． 一 一
従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される．

本種は文献調査のみの桔認であり、対象事業実施区械は主要な生

ガムシ 息．地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改 一 一
変の影響は想定されなb、。

本租の生息環境である里山を流れる川は、その一部が貯水池の存在

により消失・改変され、本租の生息環境に影響があると考えられ

ゲンジボタル る。一方、工事中・描設等の存在及び供用に伴う水質の変化、描股 。 。
等の存在及び供用に伴う冠水頗度及び河床の変化による、直接改変

以外の本租への影響は小さいと考えられる．

本租は文献鯛査のみの確認であり、対象事業実施区域は主要な生息

へイケポタル 地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改変 一
の影響は想定~れない．

ヨツポシカミ
本種は文献調査のみの確認であり、対象事業実施区塘は主要な生息

地ではないと考えられることから、対象事業の実施による直接改変 一 一キリ
の影響は想定されないa

トラフカミキ
本種は文献調査のみの碓認であり、対象事業実施区域は主要な生息

地ではないと考えられることから．対象事業の実施による直接改変 一 一リ
の影響は想定されない。

4. 1. 8-317 
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表 4.1. 8-21 環境保全措置の検討項目 (10ハ0)

環境保全措置の検討

項目 予測の結果の概要
B包設等の

工事中 存在及び

供用

底 本組は、対象Z葬祭実施区域を生息地としていないことから、直接

生 改涯による影響は憩定されない。また、工事中・施設等の存在及び

動
モノアラガイ

供用に伴う水質の変化、施錠等の存在及び供用に伴う河床の変化に
一 一

物 よる直接改変以外の本種への影響は小さいと考えられる＠

従って、対象事業の実絡が本種の生息に与える影響は小さいと予

測されるa

本租は、対象事業実施区域を生息地としていないことから、直接

改変による影響は想定されない。また、工事中・施設等の存在及び

カワスナガニ
供用に伴う水質の変化、施設等の存在及び供用に伴う河床の変化に

一 一
よる、直接改変以外の本種への影響は小さいと考えられる。

従って、対象事業の実庖が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

本稲は、対象事業実~区成を生息地としていないことから、直接

改変による影響は想定されない。また、工事中・施設等の存在及び

ハクセンシオ 供用に伴う水質の変化、施設等の存在及び供用に伴う伺床の変化に
一 一

マネキ よる直接改変以外の本租への影響は小さいと考えられる．

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される，

本租の生息環廃である里山を流れる川は、その一部が貯水池の存

クロサナエ 在により消失・改変されるため、本種の生息環境に影響があると考 。 。
えられる。

本祖の生息環境である平地を流れる川及び里山を流れる川は、そ

のー部が貯水池の存慌により消失・改変され、本租の生息に!l&響が

オナガサナエ あると考えられる。一方、工事中・施設等の存在及び供用に伴う水 。 。
質の変化、施設等の存在及び供用に伴う河床の変化による、直接改

密以外の本種への影響は小さいと考えられる。

オジロサナエ
本種の生息環境である里山を流れる川は、その一部が貯水池の存 。 。

在により消失・改変されるため、影響があると考えられる．

本種の生息環境である湿地、水田等の止水及び静水峨の一部は、

貯水池及び道路の存在により消失・改変されるが、周辺地岐には本

タベサナエ
祖の生息環境が広く伐存することから、本種の生息は維持されると

一
考えられる。

一

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測されるー

シマアメンポ 昆虫の項目で述べる 一 一

本植の生息環境である湿地、水田等の止水及び静水域の一部は、

貯水池及び道路の存在により消失・改変されるが、周辺地岐には本

ミズカマキリ
祖の生息、集境が広く残存することから、本種の生息は維持されると

一
考えられる．

一

従って、対象事業の実施が本種の生息に与える影響は小さいと予

測される。

ゲンジポタル 昆虫の項目で述べる 一 一
｛幼虫）

注） 0：影響がないまたは小さいと判断される場合以外に該当するため、環境保全措置の検討を行う．

一：影響がないまたは小さいと判断8れるため、環境保全措置の検討を行わない。

4. l. 8-3 LS 
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(2）工事中における環境保全措置

工事中における直接改変の環境影響に対する環境保全措置については、施設等の存

在及び供用に併せて検討する固

(3）施設等の存在及び供用における諜境保全措置

l）環境保全措置の検討結果の検証及び盤理

重要な種のうちクロサナエ、オナガサナエ、オジロサナエ及びゲンジボタルは、

直接改変により生息地が消失すると予測された。

このため、これらの影響に対して、複数の環境保全措置案の比較検討及び実行可

能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討等により、事業者の実行可

能な範囲内で環境影響ができる限り回避・低減されるかを検証したe

施設等の存在及び供用における環境保全措置の検討結果の検証及び盤理の結果を

表 •1. l. 8-22に示す。

4. l. 8-319 
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施設等の存在及び供用における環境保全措置の検討結果の検証及び整理の結果

項 自 クロサナエ、オナガサナコ二、オジロサナエ

保腹自伝響 生息地の波法により、当餓1也h1i.における対象輔の生息..v;t，刷t深化する可能性がある旬

mm保全錨慣の方針
対象組の生息環1売である流水環境を保全するe ダム上流械での生.~.状況を犯娠したよで、 事協砲の保全を図る．

流入河川において生息廊境の保全を図る＠

保境保封細ii
a.濁水プラントによる濁水処泊！ b. itt!R.取水践備の速用 c.流入河川における前川llU境の保全 d.分布状況、生息環境の状況の犯似及び改

変区峨外の生息適地’、の個体の移繍

~抱主体 事業者 事染者 '!Jr集者 事業者

湖水プラントによる適切な処瑚！を行う． 選択l臥水目立備の越川により、下流河川にm改変区城外でおt1'?flfiの生息深・JJ£及び分布状 対象稲のi次世Eされる生息地及び改変区峨外

澄水を版流する。 況を犯極した上で．也li!JJ!所を保全する。 の生息地の環境を側資し、生息．環境の状況

実施方法
を他慢したうえで‘改変される生息地に生

息する個体をetie:区滋外の生阜、適地に移植
(/) する。なお、移憾にあたっては学践者と協

施災 践の上、決定する．

6内容〉 そ
2健総期間 工事中 施般の存在・供用時 工事中及び工事の終了後 工事の実施附

の
実総範図

工事区関下流何川 グム下降河川 改変区成タトQ）生息』也 改変区級外の槌他地民t割程及び改従区域内の

他 生息地

実!iii条件
1剥の調整を同時に行うs 魚紛の生息凍期こついても配~：する。 魚鮪の生息凝境についても配脱する。 生息地として適当であるか剖査．検討する

必要がある．

ダム下流において対象極の生息mmが保全 ダム・ド流において対象般の生．也環境が保全 流入河川において対象舗の生息環境が保全 対象組の移入により、一時的に生l!t系が舵

される。 される。 される． 乱されると勾えられるが、時間と共に安定

原俊傑封首位を餓じた する．また、移舵する個体にl測しては、 1長・
後の殴境の状況の変化 ~する可能性が個体により異なり．移植先

において定着する倒体、路死する側体等さ

． ま~まになると考えられる． 

環m保全締胞の効巣
工事中における水の濁りによる影響が軽減 ぬ・a貨の存（£ ・供用時における水の濁りによ 対象組f1Y.:.主息環境が保全される． 直接改変による個体の消失を低減する効果

される。 る影響M•経滅される。 が期待できる。

m庇保全術館の効果の 特になし 特になし 修1Uされる生息環境がEをうまでの!lllHllが特 個体の定結司障が特定できず、全倒f本が正常

不磁実性の程度 定できなー、 に生息するかどうかは不袖実である＠

環境保全緒置の実胞に 他のm境望書鍛への彫響l立忽定されないと考 他のm境褒務への影響は想定されないと考 他のmJJt要務への影響は忽定されないと考 対象舗の移入により、一時的に生悠系が1立

伴い生ずるおそれがあ えらti.る。 えられるe えら，...る。 乱される。

る原境への影響
特になし 特になし 特になし 野外における制御の樹仰具体的な手法は

機脱:ift'：金術開t爽胞の繰 不明なぷが多いと考えられることから、学

組 餓者と移継W;所、移健方法等について協縫

しながら検附する必要がある．

検E正の結集
3実：~i：・~石る。；ぞt玉、－－~i..涌ftirji 10'l Jkfi誠治這実；経－~－すl三る高．治弘通誠：i;if玩i.：.面j出iir.;：·英4 信.，；~~o；士｝渦縦泊五Q)（，）漏iこより泌正面実施石すものる。であるが、日間ーにおける生物・の移総

の具体的な手法は、不明な，制t多く不純突であるため．学際者と協議の上、移儲場所及び移彼方法について検討する．

保境保全撤阻の築総により、 ~i誕者の実行可能な範囲内でクロサナエ、オナガサナエ及びオジロサナエへの影響はできる［I良り聞避・低減Sれると考えられる．

表4.1. 8-22(1) 

品・戸・∞
t
ω
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O
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施態等の存在及び供用における環境保全措置の槙討結果の検鉦及び整理の結果

』説 日 ゲンジポタル

環境影響 生包』也の改変により、当銭地織における責措E犯の生包状況が変化する可能性があるψ

店員境仰Z全指i涯の方針 対象槌の也ll!.m境の保全を図る。 対象稲の保全を図る．

環境保全撤償請官 a.分布状況‘也包凍境の状況叫巴腿民地邸薗地の保全 LI. 改le.:区減外の生.ll!~盗l也への個体の移締

の環 実施主体 事業者 事業者

内容境保 ~！？！方法
主撒植の改挺される生息地及E政変区峨外の生息地の環境を筒奮し、生息適地の環皮を保全 改変される生息地に生息する個体を改変区域外の生息趨I也に移値する。なお、移悩にあたっ

金
する．また、必要に応じて生息深境の改良を行う． ては学録者と協議のよ、決定する。

締 そ 実施j切開 工事の尖施前から工事の実施後 工事の実絡前
世 の 実施範囲 改・in:区級外の生息調庇 改変区峻外のi乞.m.m舵の ｛也
実

謀総条件
対象稲の生息環境を保全し、必要であれば生息』濃度の必聴条件である側となる＇｝Jワエナの生 生息地として適当である治制査、検$付る必~がある．

総
息．‘土手、水際の倒木などの条件を艶備する．

m度保全締也を鰐じた後
対象砲の生息お境iJ｛保全され，る． 対象車Eの移入により、ー時的に生悠系地t償乱されると考えられるが、 U割前と』じに安定する．

また、移値する個体にl則しては、定着する可能性が倒体により異なり．移m先において2主主主
の環境の制兄の変化

する悩体、鎚死する個体等さまぎまになると考えられる。

原境保封普雌の効I* 消失する環境を一郎回復できる＠ 直後改変による側体の消失を低減する効果が期待できる．

環境保全締殴の効果の不 特になし 個体の定岩崎障が特定できず、全個体が正常に生.ft!.するかどうn吋立不臨裂である．
確実性の程度

環境保全措陸の実施に伴 ｛也の疏境If~僚への影響は想定されなb、と考えられる． 対象極の移入により‘→柏~Iこ生悠系が栂乱される。

い生ずるおそれがある侃

境への影響

環境保全締也実絡の保M
特になし 聖mにおける生物の移植の呉嗣枕手法は不明な点が多いと考えられることから、学段者と

移他場所‘移｛配fjt長苦手について臨益しながら検討する必援がある．

実施する 実施する．
ーーーーーーーー・・ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーー・聞ーーー・・ー・・・・・・・・ー・・ーー・ーーーー・ーーーーーーー－－－ ー・・ー・ーーー..・・・・ー－－－－－．．．．．，，．・・ーー－ーーー・・・・・・ーーーー・ーーーーーーーーーー・ー・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・・ー・ーー，．

検証の結県 aにつb、ては開110）環境を保全することにより対象総の生息卵焼になるとWI待できる。 blこっb 、ては個体そのものの移継により保全を悶るものであるが．野外における生物の樹惜の貝・附~
な手法は、不明な点が多く不確実であるため、学繊者の指潟．助首を受け、移tifi繍所及び修他方法について検官すrる。
環境保全錯慌の実施により、事業者の実行可能な範囲内でゲンジポタルへの影響はできるi操り回避・i回旋されると考えられるa

表4.1. 8-22 {2) 

h
p

・戸・∞
1
ω
N

－
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(4）環境保全措置の検討結果

項目

L）工事中における環境保全措置

工事中における直接改変及び直接改変以外の環境影響に対する環境保全措世につ

いては、 r2）施設等の存在及び供用における環境保全措置Jに併せて示す。

2）施設等の存在及び供用における環境保全措置

環境保全措置の検討及び検証の結果、動物の重要な種に対して表 4.1. 8-23に示

す環境保全措置を講じる。

表 4.1.8-23 土地又は工作物の存在及び供用における現境保全措置(1/2)

潔境影響
環境保全措置の

康境保全措置 環境保全措慌の効果
方針

クロサナエ 生息地の改 対象租の生息環 0濁水プラン卜による濁水 ダム下流河川の水質を保全するこ

オナガサナエ 変により、 境である流水環 処理 とにより、生息地の改変による対象

オジロサナエ 当該地域に 境を保全する。 0選択取水設備の運用 種の生息状況の変化を低減する効果

おける対象 が期待できる。

組の生息状 このことから、事業者の実行可能

況が変化す な範囲内で、クロサナエ、オナガサ

る可能性が ナエ及びオジロサナエへの影響はで

ある， きる限り回避・低減されると考えら

れる。

流入河川におい 0流入河川における河川環 流入河川における生息環境を保全

て生息環境の保 境の保全 することにより、生息地の改変に上

全を図る。 る対象祖の生息状況の変化を低減す

る効果が期待できる。

このことから、事業者の実行可能

な範囲内で、クロザナエ、オナガサl

ナエ及びオジロサナエへの影響はで

きる限り回避・低減されると考えら

れる。

対象穂の保全を 0分布状況、生息環境の状 個体の移植により、生息地の改変

図る。 況の把撞及び改変区域外 による対象種の生息状況の変化を低

の生息適地への個体の移 践する効果が期待できる。

値 このことから、事業者の実行可能

な範囲内でクロサナエ、オナガサナ

ヱ及びオジロサナエへの影響はでき

る隈り回避・低減されると考えられ

る．

4. l. 8-322 
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表 4.1.8-23 土地文は工作物の存在及び供用における環境保全措置（2/2)

項目 環境影響
環境保全措躍の

環境保全措置 環境保全措置の効来
方針

ゲンジボタル 生息地の改 対象種の生息環 0分布状況、生息環境の状 生息適地を保全することにより、

変により、 度の保全を図 況の把畳及び生息適地の 生息地の改涯による対象現の生息状

当践地域に るg 保全 況の変化を低減する効果が期待でき

おける対象 る。

種の生息状 このことから、事業者の実行可健

況が変化す な範囲内でゲンジボタルへの影響は

る可能性が できる限り回避・低減されると考え

ある。 られる．

対象種の保全を 0改変区械外の生息適地へ 個体の移植により、生息地の改変

図る。 の個体の移植 による対象種の生息状況の変化を低

減する効果が期待できる。

このことから、事業者の実行可能

な範囲内でゲンジポタルへの影響は

できる限り回避・低減されると考え

られる。

(5）環境への配慮事項

予測の結果より、影響がない文は小さいと判断され、環境保全措置の検討を行わな

かった種のうち、生息環境の一部が消失するイモリ、ニホンアカガエル及びトノサマ

ガエ／レに関しては、貯水池周辺における産卵環境の保全を行う。また、学識者の指導

及び助言を受け、引き続きフクロウ、アオパズク、ヤマセミ及びカワガラスの繁殖状

況、ヒクイナ及びタマシギの生息状況の把握を行う。

4. 1. 8. 4評価の結果

動物については、動物の重要な種及び注目すべき生息地について調査、予測を実施し、

その結果を踏まえ、環境保全措置の検討を行った。これにより、動物に係る環境影響が

事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避・低減されると判断する。

4. l. 8-323 
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1 

要望書等について

石木ダム建設に関する要望書等は次表のとおりである。

表要望書等に関する資料一覧表

要望等元 年度 要望等先 要望等資料 頁

川棚町の将来を考える会 昭和63年 川棚町長 陳情書 3～8 

II 目 川棚町議会 11 9～12 

石木ダム建設促進川棚町民の会 平成21年 長崎県知事 要望書 13 

石木ダム対策協議会 平成20年 長崎県知事 要望書 14～15 

II 平成21年 長崎県知事 要望書 16～17 

石木ダム建設促進佐世保市民の会 平成元～5年 佐世保市民 配布チラシ 18～20 

II 平成5年 長崎県知事 要望書 21～23 

II 平成6年 佐世保市民 配布チラシ 24 

II II 長時県知事・ 陳情書 25～26 

長崎県接会議長

II II 佐世保市議会議長 舗願書 27～28 

－長崎県簸会議長

II II 県融会議長 請願書 29～31 

II II ダム関係者 お願い文 32 

II 目 川棚町民 お願い文 33 

II 平成7年 ダム関係者 お願い文 34 

II 平成10年 佐世保市民 配布チラシ 35 

II 平成16年 II パンフレット 36～39 

II 平成19年 長崎県知事 陳情書 40 

II 平成20年 長崎県知事 陳情書 41 

II 平成21年 長崎県知事 陳情書 42 

佐世保市民（ 3自治会長） 平成6年 長崎県知事他 要望書・訴願書 43～44 
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要望等元 年度 要望等先 要望等資料 頁

川棚町 平成12年 長時県知事 陳情書 45～47 

川棚町商工会 平成12年 決議文 48 

川欄町議会 平成6年 決議文 49～50 

11 平成20年 決接文 51 

佐世保市水道局 平成元年 佐世保市民 回覧文 52 

11 平成18年 11 水道だより 53～56 

佐世保市議会 平成6年 決議文 57 

II 平成19年 決議文 58 

11 平成19年 長崎県知事 要望書 59 

11 平成21年 長崎県知事・ 意見書 60 

長崎県議会鑓長

佐世保市長・佐世保市議会議長 平成3年 河川開発課長 要望事項 61～63 

II 平成20年 長崎県知事 要望事項 64～70 

11 平成21年 長崎県知事 要望書 71 

長崎県議会 平成6年 決議文 72 

,, 平成21年 長崎県知事 意見書 73 

長崎県議会公明融員団 平成8年 長崎県知事 要望書 74～75 

長崎県同盟友愛会議・民社協会 平成8年 長崎県知事 政策要請 76～77 
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表 6 貯留関数定数一覧表（計画定数）

流域名 統核面積 流核定数K 流域定数P 一次流出穆fl 飽和雨量：Rsa

(km2) (mm) 

上流右岸流j成
（野々 ）11ダム流j成田別当）11流域） 5.27 10.0 113 0.50 JOO 

上流峨
｛本川上流拙～宿流域） 24.23 59.5 1/3 0.50 100 

中流域
（宿～中間楠流機） 32.80 77.6 I/3 0.50 JOO 

下流域
（中国間～山3i!橋杭JJP,) 3.00 65.1 iβ 0.50 100 

石木川流域
（石木川合流点～石木川上流端） 11.80 36.4 1/3 0.50 100 

出典 ：参考資料p.II-93 

②流出計算結果

過去の主要洪水（割・岡雨量400m m/2'1 lir）を対象として、基本高水計算モデノレにより、

流出立の算出を行った結果、昭和 42年7月9日型にて最大流盆を発生し、基準地点山道

橋でピーク流:fill,40Qm3/sとなった。

N。．

表 7 川棚川主要地点基本高水流量算定結果一覧表

1亘
(C.A. ・77. l Okmう

担~
1127.9. 

518.3 
416.8 r 

636.0 

旦~
507.6. 
Z扇i

気ち，

175.3 -
194.0. 
131.2. 

世寸85]・ -
828.0. 

JOヲo.

16.8 

出~：令考資料 p. II-104 

3百了十
----:-

360 

30.S, 18.2: 

③主要洪水におけるピーク時差について

17.7 

流出計算においては、表5の流出計算の概要のとおり流出計算モデルに基づく河道の

遅れ時間を経験式により設定している。流出誌の算出を行った過去の主要洪水における

石木柵地点と 山道橋地点の流量のピーク時間を表8に示す。

14 
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容量別設定根拠について

石木ダムの容量別設定根拠については次のとおりである。

(1）石木ダムの利水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P2～9 

’（砂川棚川水利権許可申韻書

農業用水水利権許可 ・・・・・・・・・・・・・・ PlO～11 

工業用水水利権許可 ・・・・・・・・・・・・・・ P12～13 

川棚川水道用水水利権許可 P14～17 

佐世保市水道用水利権許可 ・・・ PIS～22 

(3）国土交通省河川砂防技術基準計画編 ・・・・・・・・・・ P23～28 

(5）建設省河川砂防技術基準（案）同解説調査編 ・・・・・・ P29～31 

(6):iE常流量検討の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・ P32～33 

（吟正常流量・補給計画説明資料 ・・・・・・・・・・・・・ P34～49 
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石木ダムの利水計画

1. 利水安全度

水資源計画の渇水基準年は国土交通省河川砂防技術基準同解説計画編（以下『河川砂防技術

基準Jという。）第2章第3節 3.1解説より、原則として 10年にl回発生する規模程度の安全

度を基準として策定されており、石木ダム (Jll棚川水系）についても 10年に1回発生する規

模程度の安全度を基準としている。

2. 石木ダムの利水容量決定手順

石木ダムの利水容量は、図 1のフローに基づき決定している。

( 1 ）水文資料の収集・聾理

流域内および流域近傍の8地点の雨量観測所にお

ける雨量資料より流域平均日雨量を算出し整理して

いる。

水位については、山道橋地点において昭和 61年

より山道橋地点右岸に設置した水位観測所にて水位

観測を行っており、水位観測資料を整理している．

流量については、水位観測所の水位から流量換算

式により換算された実績流量がある。

現況流況の設定については、本来であれば、正常

流量設定の手引き（案） 3.7.3 1）解説より当該河

①水文資智収集・聾理
｛渇水涜量：タンクモデルによる推算）

ζユ
⑫可Jll剥用状混と必要措置の把握

i③基準点の接定 ｜ 
丈J

（＠正常流量の鵬 ] 

〈コ
（繍鮒画の策定 ] 

国1石木ダム事j水容量決定フロー

川文は近傍河川での十分な流量観測資料がある場合には実績流量から設定するとしている。し

かし、山道橋地点の水位観測所は、洪水時の高水位観測を目的に設置されたものである。この

ため、水位センサーの箇所での水深Ocmでの流量換算式による流量（0.175nf危）未満の範囲

では、実績流量の精度がよくないという問題がある。これに加え、観測期間の昭和 61年～平

成 15年（18年間）のうち、欠側の影響で、渇水流量が精度よく観測される流量（0.175rrl/s) 

を上回る年は6年間しかないことから、十分な流量観測資料が得られていない。

このことから、正常流量検討の手引き（案）3.7.31）解説より、 1/10確率の渇水流量はタン

クモデノレで算出した推算流量を用いることとしている。

なお、利水容量の算定にあたっては、河川砂防技術基塑第2章第2節2.3に『既往水文資料

からできるだけ長期間（20年～30年やむを得ぬ場合は 10年程度）の資料を収集し、原則と

して 10ヵ年第1位相当（過去20年第2位～過去30年第3位）の渇水時の流況を基準とする

2 
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ものとする。Jとされており、川棚川水系工事実施基本計画における利水計算期間である昭和

40年～平成6年（30年間）から川棚川河川整備基本方針策定時にその後入手可能な最新デー

タを加えた昭和40年～平成 何 年の 39年間の利水計算を行い、渇水第4位（昭和 44年）を

計画渇7J<年として、補給することとし、これに要する容量は3,230nlである。

また、 その後平成 22年まで利水計算期間を延伸して計算を行った場合においても、利水容

量には変更が生じないこ とを確認しているω

表1 利水計算結果（S40～H15)

利水容量（千rrf) 不特定容量（千nf)
j順位

必要企 発生年 必要盆 現計画

39年間 1位 7,124 H7.4 1, 131 H6.12 

39年間2位 3,429 S42.10 817 842.10 

39年間3位 3,332 860.2 774 860.8 

39年間4位 3,223 S44 9 762 859.8 

容量配分 3,230 740 

表 2 利水計算結果（S40～H22)

利水容量（千ni)
順，位

必要il 発生年

46年間1位 7,124 H7.4 

46年間2位 3,429 842.10 

46年間3位 3 332 S60.2 

46年間4（立 3,223 844.9 
ー l ~弓・

容量配分 3,230 

(2）河川利用状況と必要涜霊の把握

｛維持流量｝：

不特定容量（千rrO

必要量 現計画

1, 131 H6.12 

817 S42.10 

774 860.8 

762 S59,8 

730 

新規容量（千nf)

必要量 現計画

6,031 H7.4 

3,070 S60.2 

2,613 842.10 

2,554 S44 10 
’ 

2.490 

新規容量（千nf)

必要孟 現計画

6,031 H7.4 

3,070 S60.2 

2,619 H20.3 

2.613 $42 10 
軍

2,500 

河川｜砂防読術基準第2章第3節を参考にして、「動植物の保護」、 I水質の保全J、「当該河

川における河道利用状況J等の観点から潟水時においても維持すべき流量を設定している。

検討項目 ：①動植物の生息地または生育地の状況

③景観

②漁業

＠流水の清潔の保持

つv 
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【水利流量】：

農業用水、水道用水、工業用水における許可水利権、慣行水利権等を整理し、河川からの

必要取水量は表3のとおりである。

表3 計画対象既得用水一覧表

用水名
かんがい面積 用水量

摘 要
(ha) (nf/s) 

農業用水 8.8 最大0.0385 慣行

農業用水 0.0022 
石木川

8.2 
許可$54.11.26

工業用水 0.003 
石木川

一
許可$47.6.13

川棚町水道 0.029 
川棚川

一
許可849.9.1

川棚町水道 0.057 
石木川

一
許可849.9.1

佐世保市水道 0.173 
川棚川

一
許可846.9.1

河川維持用水 一 0.044 石木川

（※0.089) 

河川維持用水 一 0.090 川棚川（1～ 3月）

0.120 川棚川（4～12月）

※山道堰地点下械の正常流量は、 0.089nf危を観測設備の精度により 0.09nf/sに

股定。

［新規開発水量】：

佐世保市水需給計画に基づき算出された新規開発水量40,000m3／日を把握している。

4 
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川羽町」ヒホ取水2~<0伽n’＂／dl＞＂佐世保市よ水取1':15,000m3/d:iy

量君主E開発;lil.:O.t'OOn'id＞~・

図2 石木ダム下流倒の利水計算モデル図

( 3）計画基準地点の設定

利水計画の計爾基準点は、経年的に水位観測等が実施されている山道橋に設定しているc

(4）現況流況の把握

タンクモデルによる計算結果による計画基準地点（山道橋地点）での現況流況は、 1/10相

当渇水年において豊水流量 1.404rrf/s、平水流量0.692rrf/s、低水流量 0.340rrr/s、渇水流量

0.079 rrr/sであり、渇水流量において、正常流量の設定値である通年 0.12m3/sを満足してお

らず、流量の補給が必要である。

( 5）正常流量の設定

川棚川では、毎年のように、降雨量の少ない夏期に河川水が

枯渇する現象が発生している。河川の適正な管理を行うために

は、 10ヵ年第1位相当の渇水時においても、動植物の生息地

または生息地の状況、漁業、景観、流水の清潔の保持、舟運、

塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位

の維持等を総合的に考慮して定められた流量（維持流量）と、

それが定められた地点より下流における流水の占用のために

必要な流量（水利流量）の双方を満足する流量（正常流量）が、

河川国境の把握
（流況、自然・社会頭鏡、取水等｝

河川区分、項目別
必要器量検討方針の設定

項目別必要涜量の検討
（維持流量の検討〉

維持流量の段定、水利涜量の盤定

当該河川の主要な地点で確保する必要がある。 ｜ 正常流量の検討

そこで図3に示すフローに基づき正常流量の設定を行ったc 図3 E常涜量の設定フロー

川棚川水系の現状について、現況流量・取水量・河道状況・

河川水質・動植物・生息魚類などの河川環境及び観光・景勝地・イベント・親水・漁業・舟運・

塩害・地下水・1立などの社会環境の調査を行ったc

F・
0 
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そして、川棚川本川の河口から上流端まで、支川石木川の本川合流点から石木ダムまで及び支

川野々JllJ IIの本川合流点から野々川ダムの聞について、河道状況や自然環境等により A～J区間

に河川区分し、川棚川における正常流量についての検討を行った。

この各区間において、動植物の生息地又は生息地の状況・最観・流水の清潔の保持・舟運・漁

業・塩害の防止・河口閉塞の防止・河川管理施設の保護・地下水位の維持の項目について検討し、

各区間別維持流量を定めた。

その上で、長崎県は、河川の水利権量（許可・慣行）の取水・還元の実態を踏まえた年間の水

利使用形態等を考慮して、正常流量の期間区分を行い、区間別維持流量と支川流入及び水利流量

等を考屈して、すべての区間別維持流量と水車j流量を満足し得る流量として、代表する 2地点に

おける正常流量を設定した。なお、基準地点（山道橋）においては、 1月～3月はおおむね0.089

rd/s、その他の期間はおおむね0.120rd/ sの流量を確保することとした。

なお、山道橋地点より下流においては、水利流量がOであるため、維持流量＝正常流量となる。

期間 正常流量

1月～3月 概ね0.089m3/s

4月～12月 概ね0.120m3/s

(6）補給計画の策定

まず、利水計算により、維持流量、水利流量、新規開発水量全てを含む利水容量を算定して

いる。条件は下記のとおりである。

園計算期間 S40～H 1 5 (3 9年間）

圃かんがい期 5月下旬 ～9月下旬

非濯甑期 1 0月上旬～5月下旬

圃流出モデル S61～H15の観測資料を元にタンクモデルを構築・検証

各支川における流出量は，山道橋地点の流出量を元に比流量にて算出

圃貯水容量の計算 補給すべき流量が補給可能となるように必要容量を算出を行った結果

表2のとおり、利水基準年 1/10年に相当する計算期間 39年間の4番目に大きい補給容

量の年が昭和44年となり、利水容量は、 3,230千dとなる。

利水容量計算結果

利水容量（千ms) 3,230 

6 

58



－ 

． 
事業認定申請書平成25年度参考資料

2-4-2『佐世保市水道用水計画について』
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佐世保市水道用水計画について

佐世保市の水道用水計画は次のとおりである。

、． 

P2～3 第1章．水道用水計画

1. 目的

2.佐世保市の水源

3.水源確保の効果

． 
‘ 

P4～5 第2章．水需要予測の概要

1.現状と水備要予測の目的

2.水需要予測の進め方

‘h
j
a
 

P6～1 6 ・・・・・・・．．．．．．．．第3章．水需要予測の内容

1.給水人口

2.用途別一日平均有収水量

( 1)生活用水

(2）業務営業用水

(3）工場用水

(4）その他の用水

3.計画有収率及び計画負荷串の設定

( 1）計画有収率

(2）計画負荷串

4.計画一日：最大給水量及び計画取水量の設定

( 1）計画一日；最大給水量

(2）許画取水量

・‘．
p

，

・

？

l

• p 1～182 参考資料
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2 

佐世保市水道用水計画について

第1章．水道用水計画

_L_且盟
． 匂．

t
l
 

＼

d
 

佐世保市は、明治期には人口 3千人程度のー寒村に過ぎなかったが、海軍鎮守府が

設置されて以降に爆発的な成長を遂げたことにより、急増する水需要に対して水源確

保が追い付かず、従前から慢性的な水源不足に苛まれている。本市が抜本的な水源不

足の改善策として石木ダム建設に参画した昭和50年以降、昭和 53年、平成6年か

ら翌7年、平成 17年、平成 19年の4回給水制限を実施しており、昭和 53年及び平

成6年から翌7年については最大43時間断水が行われ、特に平成6年から翌7年は

給水制限日数が 264日間と非常に厳しいものであった。また、給水制限の直前の降

雨により何とか回避できた年が5回を数える等、頻繁に渇水の危機に瀕している。

佐世保市の平成23年現在の一日最大給水量は80, 2 4 0 nt／日であり、給水能

力69, 3 0 0 nf／日（取水能力 77, 0 0 0 rd／日）を大きく上回っている。不足

分は、石木ダム建設による新たな水源の確保を前提とした暫定豊水水利権と慣行水利

権等の不安定取水からの取水で何とか補っている状態であるが、渇水の恐れがある時

には節水の呼びかけを行う等度々渇水対策を行っている状況である。

前回は平成19年度の水需要予測を使用していたが、今回平成24年度に再評価を

実施し、水需要予測は社会経済情勢の変化等を踏まえて改めて需要予測を行った。

佐世保市は、少子高齢化社会により人口は減少傾向にあるが、本市の水需要は度重

なる渇水で抑圧され、生活用水原単位は極端に少なく、今後、渇水が無ければ回復し

ていくことが予想される。その他、大口需要者の動向や新規許画に伴う需要増など、

平成36年度には一日：最大給水量は 10 5, 4 6 1 rd／日（計画取水量117, 00 

Onf／日）になると予測している。

現在でも不足している水量に加え、将来の需要増に応えるために、石木ダムにより

4 0, 0 0 Onf／日（給水能力 36, 0 0 0 nf／日）の新規水源の開発を行うもので

ある。

よって、平成 19年度の水需要予測結果と同じ開発量が必要となり、石木ダム事業

を推進する。
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2.佐世保市の水源

佐世保市の水源の内訳は右表のとおり。

（※参考資料：水利権一覧及び説明参照）

水道は不断に供給されなければならないことから、

水道法の認可水源は、取水が確実であることが条件

となっており、河川水においては流水の占用許可（河

川法第23条）を受けることとされている。

（※参考資料：逐条解説P183、18 6参照）

不安定水源とは、年聞を通じて必要水量を安定的

に確保できないため、取水が確実な水源とならず水

道法の認可水源となり得ない。

しかしながら、佐世保市は安定水源が不足してい

ることから、このような不安定水源に依存せざるを

得ない状況にあるため、少雨傾向が続くと、必要水

量を確保することが困難となり、渇水に対して脆弱

な状態が続いている。

（※参考資料： 3-4渇水被害参照）

（※参考資料：臭気対策について参照））

3.水源確保の効果

3 

園田昌司~ 、よ旨ιN. ” d、凪H¥ 、ー－ーー．・・・・・ 4’‘ー・・ーー－－ー

名 称
取水能力

〈許司取水量等〉

m3/s m3/d 

山の固ダム 0.073 6,300 

転石ダム 0.031 2,700 

菰田ダム 0.146 12.600 

相当ダム 0.066 5,700 

川谷ダム 0.154 13,300 

下の原ダム 0.171 14.800 

相浦川取水揚 0.052 4,500 

小森川取水揚 0.024 2.100 

川棚川取水揖 0.173 15,000 

計 0.890 77,000 

石木ダムによって40' 0 0 0 nl／日の新規水源を開発することにより、佐世保市

の水需要に対応する水源が安定的に確保される。そのため、不安定水源に依存するこ

となく水道を供給することができ、水事情が抜本的に改善され、渇水のりスクが大き

く低減する。

また、佐世保市では、水道用水の水源施設としてダムを建設、活用しているが、既

設ダムの多くは老朽化しており、また、ダムと一体化した付帯施設も老朽化が激しく

なっているため、早急な更新が急務となっている。また、経年による土砂の堆積によ

り有効貯水率が減少している。

これら施設更新及び土砂凌諜は、ダムの水位を下げて実施する必要があるが、佐世

保市は水源に余裕がないため、石木ダムが完成することによりこれらの施設更新など

の実施に寄与することが認められる。 （※参考資料：施設の老朽化参照｝

62



4 

第2章．水需要予測の概要

1 .現状と水需要予測の目的

水資源開発施設の計画にあたっては、計画から完成に至るまで長期間を要するとい

う特徴があり、このような施設の整備は、一時的な経演の変動や水需要の状況に左右

されることなく、長期的な観点に立って将来の水需要の動向を把握し、この需要に対

応する能力を水道施設に備えなければならない。（※参考資料：設計指針Pl2右下

参照）。

この施設能力については、水道が日常生活に必要不可欠で不断に供給しなければな

らない基礎的なライフラインであることから、安定供給の確保のためには最大の水需

要に対応できる能力とする必要がある。従って、水需要予測では、社会情勢等の変化

を踏まえた将来の水需要の動向を基に計画一日最大給水量を算定し、水道施設に備え

るべき能力を決定することを目的としたものである。

前回の水需要予測実施以降、平成19年度に給水制限の実施、平成23年度にも渇

水対策本部設置と渇水に見舞われており、市民の水源不足の危機感が高まった。また、

平成20年度からは深刻な経済不況に陥り、複数の企業が倒産するなど本市の経済情

勢が低迷し、水需要も冷え込む結果となった。このような水需要に大きく影響を与え

る突発的な事象が、水需要予測実施以降に発生したことによって、予測値とその後の

実績値に帯離が生じている。（※参考資料：社会経済不況、事離資料、水需要予測に

関しての議会答弁参照）

今回の水需要予測においては、このような事離の状況を踏まえて、渇水や経済情勢

等の影響を慎重に検討し、また、企業経済活動の動向等を注視して、平成 24年度の

再評価として予測を行ったものであり、再評価については厚生労働省へ事業継続との

報告を行い、平成25年度国庫補助の内示を得ている。
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2.水需要予測の進め方

水需要予測は、水道施設設計指針（2012) （以下 「設計指針Jという＝）に基づいて

行い、平成 36年度を目標年度とし、用途別（生活用水、業務営業用水、工場用水、

その他の用水）の一日平均有収水量の実績を基に将来値を推計し、計画有収率、計画

負荷率から割戻すことで一日：最大給水量を求める。（※参考資料：再評価P34参照）

｛有効率］ … 水道施設およびメーター（給水装置）を通して給水される水量が

有効に使用されているかどうかを示す率c

［有収率｝ … 給水量全体のうち、水道料金収入の対象となる水産を表す率。水

道事業者が使用する作業用水や漏水等が除かれる。

［負荷率］ … 一日平均給水量と一日最大給水量の差を表す卒。数値が小さくな

るほど給水量の変動憶が大きくなる。

各
用
途
別

一日
平
均
有
収
水
量

｛
実
績
〕

計
画一

日
平
均
膏
収
水
量

計
画

一
日
平
均
給
水
雷

副
画一

日
最
大
給
水
E

有効率 量

量

一

括
唱
唱
え
径

効

例

区

制

有
一語

無

一議
無収率

計画育収率 計画有刻率一 無収率

計画一日最大給水量

計画一白平均有収水霞
計画膏収率

計画一日平均給水量
計画負荷率

計画一日平均給水量

各数値の予測に当たっては、 まず、時系列推計が可能なものについては、時系列推

計を行う。時系列推計が困難なものについては、設計指針に示す手法に従い、過去実

績を用いる等の他の手法を選択する。（※参考資料 ；設計指針P20右下参照）
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第3章．水需要予測の肉容

1 .給水人口

給水人口は、需要を予測する上で最も基礎的な要因であり、給水人口の推計に当た

っては、コーホート法、時系列傾向分析等と言った手法がある。コーホート法には要

因法と変化率法があるが、計算結果に大きな誤差が生じないことや、上位計画である

第 6次佐世保市総合計画との整合を図るため同じ人口推計式であるコーホート変化

率法を使用することとした。なお、推許に当たっては、合併前の地区毎の人口動態が

異なることから、推計の精度を高めるために、地区単位で個別に推計を行った。

これを基に、給水区域外人口や、合併地区との統合及び簡易水道の統合に伴う統合

人口を踏まえ、目標年度（平成36年度）の給水人口を 209, 100人と予測した。

（※参考資料：再評価P33参照、簡易水道、専用水道について参照）

2.用途別一日平均有収水量

有収水量の推計は、原員ljとして生活用水、業務営業用水、工場用水、その他の用水

の用途別に、将来の一日平均有収水量を推計するとされており、主な手法として、時

系列傾向分析、重回帰分析、要因別分析など多数の手法があり、これから適切なもの

を選択する。（水道施設設計指針p1 9～20、27参照）

( 1 ）生活用水

生活用水とは、家事用水等の一般家庭で使用されている水であり、次式によって求

めることが一般的である。

生活用水量（rrf) = 給水人口（人） × 生活用水量原単位（a／人・日）

※生活用水量原単位：市民一人一日あたりの生活用水量

前回（平成19年度）水需要予測では、 H6～7年大渇水前後で生活用水量原単位

（以下「原単位j）の推移が大きく変わっており時系列式による推計が困難であった

ため、原単位の変動と関連性が高い世帯構成人員数や下水道普及率等を用いた要因別

分析を行った。

（※参考資料：平成19年度水需要予測資料参照）

しかし、その後頻発した渇水等の影響によって、水需要とこれら要因の相闘が悪く

なったことから、今回は以下に示す方法による推計を行った。

佐世保市の原単位は、平成17年度及び平成19年度に給水制限を実施するなど、

65



渇水によってその都度異常な減少傾向を示しており、 一定の時系列的な傾向を示さな

い含そのため、単純に過去の実績値を用いた時系列分析は適さないが、渇水影響を大

きく受け異常な減少傾向を示した年の実績を除外して分析したところ、一定の時系列

的な傾向が確認できたため、 H6渇水、 H17～H1 9連続渇水時を除外し、時系列

傾向分析を行ったe

なお、時系列推計のみでは適切な推計結果と断定することは難しいため、まず、 重

回帰式により渇水の影響を考慮して目標年度における水需要の幅を予測し、次に時系

列式によって妥当な原単位を導き出す方法をとることとした。（※参考資料 ：再評価

P36～3 8) 

①重回帰式

重回帰式とは目的変数に対して、その挙動と関係性が高いと思われる説明変数を選

択して、式内に取込み、目的変数の推計に役立てようとするものである。（※参考資

料 ：設計指針P32左中参照）

佐世保市は、頻繁に渇水の危機に瀕してきたことから、現在も潟水への危機感のた

めに需要が抑圧されている状態にあり、原単位が全国平均（※参考資料 ：全国平均原

単位参照）と比較しでかなり少ない水準にあることからも、現在は渇水の影響下にあ

るものと考えられる。渇水の影響は、年数経過によって徐々に緩和されていくもので

あるため、目標年度における水需要は下図の2ケース示されている数値の間に存在す

るものと思われる。算定の結果、 200～214.Q,が今回求める原単位の範囲であると考え

られる。

H23 

この範囲の間に、
H36年度の水需要が

寄在するe

現状 →通常状態

214t -

H36 

r 渇水の彫響が l 
l 無くなった状態 ｜ 
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②時系列式 〈現状を通常状態と評価〉

現状が渇水の影響を受けていない通常の状態にあるとして時系列推計式を行った

場合、目標年度の原単位が 193Q,／日と重回帰式による幅を下回る結果となった。これ

は、現状を渇水の影響が無い状態と僻価したため、今後は、渇水からの回復傾向がな

い形の推計方法となったことから、過小な値が示されている可能性が書く、水道施設

の規模決定のための需要予測に用いる値（※参考資料：逐条解説P189参照）として

は妥当性が低い。

想定される娼を下回
り、妥当住が｛§いs

通常状態 → 通常状態

/ 214¥'(j亀鳩山

<'v.-1~－~ 水需勧梧

~1~~グ
ヴタ：，.／＂ J¥;i.1) ＂~ ·~安r坦~A200~薄氷あり〉

現状1891! ／ぺ時刻~ ~
二／／皇室空主主主二一「 ~•1931\ 

． ／ーー「 莞系列式 〈知 但脈｝の判 ’ー一一一

（ミ慌た~~：：J
H23 H36 
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·~.J 時系列弐 〈現状を渇水の影響がある状態と評価）

現状が頻発寸る渇IIえによる抑j宅状践にあるとして、過去の渇水からの回復傾向を・・J:J"E

~：..、今後の推計・を L た場合、同時年度の原単位が 20Glt/ 日と去ったe 重回帰弐がポし

た1ti直に収まろことう、うも、妥当性が高し、J詮Hであり、生活用水並原単位はこのl直をf弔

問すと

想定される曜の間に
あり、妥当住7)~高い。

（渇抑制を〕
受けている状態 l

H23 

渇水状態 → 通常状態

．（渇水あり）

H36 

以上のことから．目標年次 （'f.成 36年度）の生活用水込・は、先に予測した給水人

口に原単位（統合分を含むj を莱・じた－13 . 2 9 0 ni' I口となる
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（※参考資恥｝ ：再評価P39参照）
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(2）業務営業用水

業務営業用水は事務所、官公署、学校、病院、ホテノレ等で使用される水産である診

前回水需要予測では、生活用水と同様に、大渇水によって推移が大きく変わってお

り時系列式での推計では相関が低く採用が困難であったことから、過去 20年実績の

第2位等を採用していたが、今回は、以下の方法により推計を行った。

佐世保市の業務営業用水は、大口需要

者である米軍、自衛隊を｜除くと、ハウス

テンポスを始めとした観光関連企業が大

きいウェイトを占めている。そのため、

予測は米軍 ・自衛隊の大口需要者と、そ

の他の小口需要者に分けて推計するe こ

れに実抱が確実な新規需要を加え、将来

値を求めることとしたe

①小口需要

小口需要は観光関連企業が中心となっ

ているため、観光客数の動態変化と小口

需要の水量の変化に伴う相闘が高いこと

から、観光客数を用いた回帰式による推

計を行うこと とした，， （※参考資料：設計

指針P32右中参照）

なお、観光客数の動態は、上位計画と

の整合を図るため、総合計画で示されて

いる数値を妥当性の検証を行った上で用

いたc （※参考資料 ：；観光客数検証参照）

:O:• ：・：：・λ 「

汁 (f｝：・：コλ 「

:J_'-OJXJ企

J.:oDO・
実！.O:γ1•：：，♂

ぉ：.：ix-:.• -:_.,. 

~ 10'.l＿：袋二・人
二 1<r•ょ，ニL、

~.：c.ox:i.-

;:•:c・.n. j 

’ヨ：・:cm・3
－ ・；・;t.• rri:]

·~－－•＇1.'•n-' J 
－~ ..:i...n・1

• :<:1Jm－＇可

':roci：弓

:xoiri：司

:·.r.fl~:ir.~ .. -• • ・ 1 1.x.oa1：ヨ
的 ＂ ＂ ・－曲。。ー山門
.- - - - - C'， ／ ぞ ‘e e、a e唱
工 エ工 エ :i: J:J::!:C  

その結果、目標年度における小口需要の水量は17, 3 5 9 nf／日と推計された。

（※参考資料 ：再評価p4 '7、50参照）
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②大口需要〈米軍・自衛隊〉

過去の実績からは時系列式との相闘が非常に低く採用できない。また、具体的な使

用形態が把握できないことから、防衛局に対して意向調査を行ったところ、国防政策

上の西の拠点として今後ますます重要性が高まっていくとの考えが示されたことか

ら（※参考資料：防衛関連施設（基地）における水需要の将来見通しについて（回答）

参照）、施設の性格上、過去に実際に記録した水量程度には対応する必要があると判

断し、過去実績の最大値（米軍2, 2 7 9 nf／日、自衛隊1, 9 5 5 nf／日）を採用

した。

（※参考資料：再評価P47、49参照）

③新規需要

【給食センター】

中学校給食導入に伴い、新規に建設するもので平成25年度運用開始予定となって

いる。平成24年 7月 18日付けにて申請された給水装置工事施工承認申請書に記載

されている計画給水量「23 0 rd／日Jを採用した。

（※参考資料：佐世保市学校給食センター給水申込資料参照）

【専用水道】

専用水道については、水需要予測において、水道法施行規則第6条に基づき、水源

の枯渇等のおそれがあり、将来的に統合が想定される専用水道の水量を見込む必要が

あることから、（※参考資料：逐条解説P197参照、設計指針P14参照）各専用

水道事業者に対して個別に行った意向調査の結果に基づき、必要と判断される水量l,

179nf／日を採用した。（※参考資料：再評価P47、49参照）

※専用水道とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に

供する水道以外の水道であって、給水人口 10 0人を超える、文は一日：最大給水量2

0 rrl／日を超えるものをいう。（※参考資料：逐条解説P81参照）

(3）工場用水

工場用水は、給水区域内の各種工場で使用される水量であり、佐世保市の工場用水

は、大口需要者は造船企業に限られるのに対し、小口需要者の水量は少ないものの多

種の幅広い業種で構成されている。従って、推計に当たっては大口需要者と小口需要

者に分けて行い、これに実施が施実な新規需要を加えることとした。

（※参考資料：工場用水について参照）
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①小口需要

小口需要は、食品製造や金属製品製造など様々な業種で使われている水量である。

近年の渇水や経済不況の影響によって、時系列的な傾向を示しておらず、また、業種

の幅が広いため、業務営業用水（小口）のように相闘が低いため指標値も確認できな

い。そのため、過去実績を参考に将来値を見込むこととする。

前回水需要予測では、過去20年実績の第2位を採用していたが、今回、過去実績

を見込むにあたっては、現在が渇水や経済情勢の低迷の影響を受けていることを踏ま

え、過去10年実績の平均程度への回復には備えることとし、 l, 1 1 4 n:f／日を採

用する。（※参考資料：再評価P52、55参照）

、）

②大口需要〈造船企業〉

造船産業は本市の基幹産業のひとつであることから、造船企業の水需要の動向に注

目し、これに対応していく必要がある。そのため、推計に当たっては当該企業に個別

に意向調査を実施した。

その結果、今後、当該造船企業が従来の新造船事業中心の経営から、修繕船事業の

大幅増強とする経営に方針転換を図り、特殊な水の使用形態となっており、今後は、

このような水の使用形態が修繕船事業増強に伴い顕著に表れていくことが想定され

る。

この特殊な使用形態を、一日最大給水量に換算した時に適切な水量として反映させ

るために、相手方より申し出のあった、船体洗浄1隻あたりの平均的な使用水量から

算出した計画給水量4.4 1 2 rd／日を施設許画上の一日平均有収水量として設定する。

（※参考資料：再評価P52、56参照）

③新規需要

【佐世保テクノパーク】

現在、自己水源（深井戸）を使用している企業が、自己水源の水量が不安定になっ

てきており、、水道への転換に対応する必要があることから 403nf／日を採用する。

（※参考資料：再評価P52、テクノパークにおける地下水利用企業との水需要計画

における将来見通しに関する議事録参照）

【水産加工団地】

佐世保市（農水商工部）が進めている新規水産加工団地で、既に、造成が完了して

いる。今後の誘致に備えた新規需要77 0 nf／日を採用する。（※参考資料：水産加

工団地に関する将来水需要について（回答）、再評価P53参照）

【つくも苑跡エ集団地】

長崎県障害者福祉事業団つくも苑（身障者支援施設）が移転した跡地を新規工業団
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地として長崎県が再整備するもの。平成25年からの移転造成計画となっているため、

これに対応する。都市計画法第 32条協議より確認した21 0 nf／日を採用する。（※

参考資料：再評価P53、つくも苑後工業団地に関する都市計画法第32条に関する

協議書の写し参照）

(4）その他の用水

生活用水、業務営業用水、工場用水のいずれにも該当しないその他の水量。本市の

場合は殆どが船舶給水で、過去20年実績が55～9 7nf／日と少量である。将来値

は過去実績程度に対応できる水量として一律 10 0 ni'／日を採用する。（※参考資

料：再評価P57参照）
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3.計画有効率・計画有収率及び計画負荷率の設定

( 1 ）計画有効率・計画有収率

①計画有効率・計画有収率の段定

漏水対策による有効率の向上を図ることとしており、具体的達成目標を佐世保市水

道事業のマスタープランである「佐世保市上下水道ピジョンJ（※参考資料：平成2

4年度佐世保市上下水道ピジョン後期基本計画参照）に定めているため、この計画

に沿った数値を基本とする。

有効無収率の内訳であるメーター不感率（給水装置が感知できない誤差の水量）に

ついては水道事業ガイドライン（※参考資料：解説水道事業ガイドライン参照）に基

づき 2%へ変更したため、その分を有効率に振り替える。

以上の事から、平成23年度実績有効率（有収率）の 90 . 2 % ( 8 7 . 6 %）に

対して、計画有効率（計画有収率） 9 2 . 5 % ( 8 9 . 2 %）とした。

（※参考資料：再評価P59、62参照）

②漏水対策について

佐世保市は高低差が著しい急峻な斜面都市であることから、水圧を均一に保つこと

が難しく、高水圧地区では水道管に負荷がかかることから、漏水が発生しやすくなり、

漏水対策に不利な地形をしている。また、佐世保市は明治期に海軍鎮守府が設置され

て以降に急激に発展した経過があり、水道施設もそれに伴い急速な建設拡張が行われ

た結果、水道管が轄鞍化していることや、佐世保市水道事業は給水開始以降100年

以上が経過しており老朽化が進んでいる施設が多いことも相まって、従来より有効率

が低く、漏水対策が課題となっている。

そのようなことから、佐世保市上下水道ビジョンでは、漏水対策を重要施策のひと

つと位置付け、配水プロック化、減圧弁設置による水圧の適正化対策、夜間最小流量

監視や、効率的な手法による漏水調査の精度向上など、新たな取り組みを進めて行く

ことによって漏水量を削減することとしている。

（※参考資料：漏水防止対策（漏水調査）について参照）
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③有効率、有収率の向よついて

水需要予測の目標年次である平成36年度の計画有効率は92. 5%としている。

なお、水道ピジョンにおいては平成29年度の有効率の達成目標を 90. 7%とし

ている。（※参考資料：平成24年度佐世保市上下水道ビジョン後期基本計画参照）

有効率の向上については、上記②のような漏水対策を行っても、将来確実に有効率

が向上すると断言することは難しく、近年の全国の有効率もほぼ横ばいないし、微増

で推移している。特に今後は高度経済成長期に多数布設した水道管が耐周年数を迎え、

漏水がこれまで以上に増加する可能性もある。また、近年に合併した地区の率が低く

対策強化が求められることや既存施設の老朽化対策も必要である。

なお、こういった都市性質や、地形、規模、財政等に違いがあり、一概に有効率を

他都市と比較することは難しい。

、、1
s
t

漏水は常に増え続けるものであり、過度に高い有効率を設定し、達成できない場合

に水が不足すると言ったことがあってはならない。しかしながら、概ね全国と同程度

には改善することは水道事業者としての寅務であると恩われ、現実的に達成可能な範

囲で有効率を決定しているものである。

(2）計画負荷率

前回（H19）水需要予測においては、計画負荷率を過去 10年最小値としていたが、

今回の水需要予測においては、平成の渇水や経済不況の影響により水需要が冷え込み、

負荷率の変動幅も抑えられている状況にあることを踏まえると、直近10年の実績で

計画負荷率を設定することは、水道の安定供給の確保の観点から不十分であると考え

られる。

また、設計指針において、負荷率は時系列的なものではないことが示されている。

) （※参考資料：設計指針P20参照）

実際に本市の過去の実績においても、 1年で5%前後の上下動を記録しており、今

後、同様の変動が生じることも想定されるため、過去20年の実績の最小値である 8

0. 3%を採用する。

ただし、平成6年の大渇水時の負荷率は異常値として排除した。

（※参考資料：再評価P60参照）

なお、本市と都市の特性が類似している各都市との比較検討を行った結果、人口規模

類似都市の計画負荷率が71. 0%～8 6. 8%、港湾都市が 65. 0%～8 0. 9%  

の範囲であり、また水道施設設計指針によると 25万～50万人未満規模の実績は7

8%～8 8%程度となっており、本市の許画負荷率80. 3%は妥当な設定であると

思われる。（※参考資料：負荷率調査結果、設計指針P21参照）
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4.計薗一目最大給水量及び計画取水量の設定

( 1 ）計画一目盛大給水量

用途別計画一日平均有収水量の合計 … 7 5' 5 4 2 nf／日

計画有収率 … 8 9. 2% 

計画一日平均給水量 = 7 5, 5 4 2nf／日 ÷ 8 9. 2% 

= 8 4, 6 8 5 nf／日

計画負荷率 … 8 0. 3% 

計画一日最大給水量 = 8 4, 6 8 5 nf／日 ÷ 8 0. 3% 

= 1 0 5 . 4 6 1 nf ／日

(2）計画取水量

計画取水量は、設計指針に基づき計画一日最大給水量に 10%程度の安全を考慮し

た。（※参考資料：設計指針P53参照）
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水利権一覧表及び説明

水利権の一覧表について、下記のとおりに示す．

安定水利権
水源名 水利権量

川谷ダム 13,300 rrf／日
転石ダム 2,700 nf.／日
相当ダム s.100 rrV日

菰田ダム 12,600 rrl／日
山の田ダム 6,300 rifl日

下の原ダム 14.800 rr!.／日
相浦川 4,500 rrf／日
川棚川 15,000 rr!.／日
小森川 2,100 rr!.／日

77,000 rd／日

その他の水源〈不安定水源〉
一一家漉翁：－~－－ J ・.-,.-__ ・_ ~施都能力： 二一品 j慌君主二・・，， aーF』ー－~－ー－司・，. . .・ ・．・4』 －・..ト J

' 『－・且－－－・ 争守」．

川棚川 5,000 rd／目 暫定豊水水利権

相浦Jll（四条橋取水揚） 18,000 rd／日 慣行水利権

相浦JII （三本木取水揚） 4,500 rd／日 11 

湧水（岡本） 1,000 rd／日 民営筒水と共用

. i可川法第23条に基づく水利権のうち、 10年に1度の規模の渇水の年でも通年取水

が可能な水利権を「安定水利権Jと雷う。

－それ以外の安定して取水できない水源を通称『不安定水源Jと言う。

く慣行水利権とは？〉

慣行水利権とは、水の事実上の支配を元に社会的に承認された権利で、主にかんがい用

水の利用について社会的慣行として成立した水利秩序が権利化したもの（水利権ハンドブ

ックより）

河川法上は、旧河川法施行以前（明治29年）以前より取水していたもの、または河川

法の適用を受ける時点で取水していたものに認められる〈河川法87、88条）。本市の慣

行水利櫨は後者である。

なお、慣行水利植については、「取水施設の改築、土地改良事業の実施、治水事業の施工

参考資料 P2
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、、

等の機会に許可水利権のへ切替え（いわゆる慣行水利権の許可化）を進めるよう取り揖わ

れている』ため、現時点で改修した場合、安定水利権としての取扱いが求められるが、本

市の場合、渇水時は元より渇水ではない通常の年であっても取水できない日が多く存在し、

現状を判断するに、維持流量等を考慮した場合、安定水利権化は不可能と思われるe

参考資料 P3
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参考資料 P4

下の原、菰園、川谷、転右

水利使用規則（平成 13年 1月23日付長崎県指令 12河第293号）の全部を放の

ように改正する。

水利使用規則

長崎県指令19河第635号

平成 2 0年 3月 3 1日

佐世保市水道

、io

，J
（目的）

第 1条 この水利使用は、水道のためにするものとする。

（取水口等の位置）

第2条 下の原ダム、菰田ダム、川谷ダム及び転石ダム（以下「各ダムJという。）にお

ける取水口及び注水口の位置は、次のとおりとする。

取水口

本取水口

下の原ダム取水口 長崎県佐世保市下の原町5番第 1 （庖巣川左岸）

蛮田ダム取水口 長崎県佐世保市菰田町 1. 6 8 8番地先（小川内川）

川谷ダム取水口 長崎県佐世保市川谷町340番地先（相浦Jll)

転石ダム取水口 長崎県佐世保市柚木町 1. 0 8 3番地先（久保仁田川I)

注水用取水口

下の原ダム取水口 長崎県佐世保市吉福町445番地先（小蔀川右岸）

集水用取水口

下の原ダム取水口 長崎県佐世保市下の原町265-1番地先（臆巣川左岸）

菰田ダム取水口 長崎県北松浦郡佐々町本田原免字成下 17番地先

｛佐々 川左岸）

注水口

注水用注水口

下の原ダム注水口 長崎県佐世保市下の原町638番地先〈腐巣川右岸〉

集水用註水口

下の原ダム注水口 長崎県佐世保市下の原町5番第 1（腸巣川左岸）

菰田ダム注水口 長崎県佐世保市菰田町 1. 6 8 8番地．先（小川内川右岸）
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参考資料 P5

下の原、菰回、川谷、転石

｛最大取水量等）

第3条 各ダムにおける最大耳元水E；は次のとおりとする。

本敢水口

下の原ダム取水口 0. 1 7 1 m~ Is 0 日最大取水量 14. 8 0 0 m3) 

孟回ζム詣沓ロ 0. 1 ii 6 m3' s U 8畠高温益畠1i1 ~ ~ ~~3~ 
川谷ダム量水口 0. l 5 4 m3/ s ( 1日最盗罫水孟 I31 3 0 Om3 

福石ダム取水口 0 . 0 3 1 a3 /. s ~ 1 8議盃詣盗盆 21 700 1t~ 
注水用取水口

下のJ店ダム取水口 0 . 3 4 7 ma Is ( 1日最大取水立3O. O O O m3) 

議水用取水に｜

・1；のbi{ダム取水口 0. o 5 1 m3 Is ( 1日最大取水晶・ 4. 4 0 0 m3) 

菰田ダム取水口 o . o 5 8 m3 I s ( 1日最大取水量 5. 0 0 0 m3) 

2 下の原ダム貯水池、話回ダム貯水池、 )II谷ダム貯水池及び転石ダム貯水池（以下 f各

ダム貯水池Jという e ）の常時務水位及び最低水位は、次のとおりとする。

各タ．ム貯水池名 常時満7.k位 最低水位

下の原ダム貯水池 標高 36. 60m 標高 1 9. 2 0 m 

蛮回ダム貯水池 標高 158. OOm 原高 133. OOm 

川谷ダム貯水池 t吾ぷ:'ir~司r 2 8 8. 19m ｜諜高 260. 39m 

結石ダム貯水池 標高 174. 5lm 震高 157. 8lm 

3 水利使用を行う者（以下 f氷利使用者Jという。） lj:' '111途、異常渇水時の緊急水の

補給のため、下の原ダム貯水池において、様向 19. 2 0メートル以上の当該貯水池容

量のうち 227.00 0立方メートルの容量の貯留水を利用して併可水利の範田内で取

水することができる。

ただし、当骸容詔；への貯留は、下流の既得用水の取水に支障を与えないように行うと

ともに、額出 19. 2 0 メ ー トル以上の当骸貯水池容量のうち、既得及び新規~JJ.I<容量

1. 955. 000立方メー トルの容立が貯留された後に行うものとする。さらに、当

該貯留は今後の水資源開発に支障を与えないよう行うものとする。
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参考資料 P6

水利使用規則

佐世保市指令土管第4040号

平成20年3月11日

佐世保市水道

（目的）
第1条この水利使用は、水道のためにするものとする。

（取水 口の位置）
第2条相当ダム及び山の田ダム（以下f各ダム」という。）における取水口

の位霞は、次のとおりとする。
相当ダム取水口 佐世保市上柚木町2258番地先

山の田ダム取水口 佐世保市桜木町918番6地先

（最大取水量等）
第3条各ダムにおける最大取水廷は、次のとおりとする。

担当!LI::,.及本旦一一一一一一仏A凶皿三ζs.i1J;l孟本盈本J足立ヱ.D.Om:l.
山企図乏ム盈本且一一一一♀」1.3且ピミ斗E盈去盈遮益企~二L

2 前項の取水量を確保するため、各ダムによる流水の貯留が利用されるもの

とする。

（取水の条件等）
第4条取水は、この水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の

水利使用及び漁業！こ支障を生じないようにしなければならない。

2 河川l管理者は、必要があると認めるときは、この水利使用を行う者（以下「

水利使用者」とし1う。 ）に対し、前項の規定を守るため必要な水利使用者が

とるべき措置を指示することができる。

（河JII工事等による支障の受忍）
第5条水利使用者は、河川！工事その他河川！の管理に属する行為により通常

生ずる流水の汚濁その他支障については、この水利使用を行う権利をもって

河川管理者に対抗することができない。
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別記

参考資料 Pl

川棚川

水利使用規則（平成20年 3月31日長崎県指令 19河第639号）の全部を次のよう

に改正する。

水利使用規則

〈目的）

第 1条 この1.k利使用は、水道のためにするものとする。

（取水口の位置）

第2条 取水口の位置は次のとおりとする。

長崎県指令20河第543号

平成 2 1年 3月 18 日

佐世保市水道

山道堰左岸取水口 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 13 8 0番地先（川棚川左岸）

山道堰右岸取水口 岡県同郡同町中組郷 11 8 3番 1地先（川棚川右岸）

（最大取水量等）

第3条 最大取水量は、次のとおりとする。

山道堰左岸取水口 0. 4 6 3 ni/ s （一日最大取水墨： 110. OOOnf)ー右木ダム分

山措痕京岸flll7kロ 0 178nf/!=; （一白書号寸前7kfJ・ 1 5 0 (l 0 irf）ー川棚川分

2 石木ダム貯水池（以下「貯水池Jという。）の常時満水位及び最低水位は、次のとお

りとする。

常時満水位 額商 63.30m 

最低水位 採高 44. 2 Om  

（取水及び流水の貯留の条件等）

第4条 取水及び貯留池における流水の貯留は、次の要件に適合するものでなければなら

ない。

( 1 ) 貯水池における流水の貯留は、貯水池の流入金の範囲内において、山道橋事j水韮

準点において川間川の流主主が0.12nf/sを超える場合に限り、その超える部分

の範囲内において行う こと。

(2) その他、 次に掲げるものに対して支障を生じないよう にすること。ただし、（ロ〉

に掲げるものに対しては、既に貯水池に貯留された流水を引き続き貯留すること又

はこれを取水すること については、この限りでない。

（イ） 石木ダム （以で「ダムJという。）による洪水調節及び流水の正常な機能の維持

（ロ） この水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及び漁業
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参考資科 P8

川棚川（暫定豊水水平IJ権）

水 ~lj 使 用 規則

（問的）

沼 l条 この水利使用は、水道のためにするものとするe

（取水口の位置）

釘 2糸 取水口の位ii:tは、次のとおりとする。

長崎県指令22河第42 5号

平成 23年 3月 18日

佐 i!!: 保市水道

長崎県東彼杵WI川相町中組郷 l1 8 3番 1地先（）II仰j川右岸）

（最大取水量得）

互主牟一塁卒墨主主且~立~立主主主主

（取水の粂件等）

第 4糸 取水は． この水利使用 に係る柿原の発生前にその~m原が生じた｛自の水利使m及び

説祭に支障を生じないようにしなければならないe

2 ~ljj金水利認許可と合わせた最大取水量 O . 2 3 1 m3/ Sのうち、 0. 173m3/S 

を越える部分（以下 f宙定取水fill という。）に係る取水は．次の要件iご迎合するもの

でなければならないe

()) 世定取水量については山道絹地点における川棚川の流誌が、 0. 1 2 m3 / Sを超

える場合に限り ．その超える部分の範国内において取水する ことe

(2) この水利使用に係る稲原の先生徒にその綾原が生じた仙の水利使朋のうち、ダムそ

の他の涜水の貯留のための施設に関するものに支隙を生じないようにすること。

3 河川管理者は、必要があると認めるときは、 この水利使用を行う者（以下「水利使用

者Jという＠）に対し、前二項の組定を守るため必要な水利使用者がとるべき惜世を指

示する ことができる。
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． 、
3-5-4「環境影響評価後の基準等変更に対する対応について』

． 司．
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環境影響評価後の基準等変更に対する対応について

『石木ダム環境影響評価書jについて平成20年に公告及び縦覧を行っているが、その後 f石

木ダム環境影響評価書Jのうち、大気環境、騒音及び動植物の評価項目で用いた予測・評価に

関する指標・基準等が現在までに変更・更新がなされている。

そのため、変更・更新された指標・基準等を踏まえて予測・評価を行った。

その結果、大気環境、騒音及び動植物いずれの項目の指標・基準等の変更・更新に係る部分

の予測・評価においても、環境への影響は小さいと判断されることから「石木ダム環境影響評

価書jにて行うこととしている環境保全措置の他に、新たな環境保全措置は行わないこととす

る。

(I）環境影響評価後の基準点変更に対する検討について・・・・・・・・ P2～11 

(2）検討結果まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p 12～15 

(3）参考資料

自動車排出係数について・．．．．．

道路交通損音の予測モデルについて・．．．．

動植物貴重種の確認位置・－

圏内希少野生動植物種一覧表・－

環境省レッドリスト・レッドデータブック・．．．

希少種予測・評価資料

p 16～17 

PIS～20 

P21 

P22 

P23～43 

P44～83 
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れるとされている。

また、ダムの供用に伴い河床構成材料が変化するおそれがあるが、河床構成材料である

土砂の供給においては、石木ダム流域以外の川棚川流域からの供給が多くの割合を占める

ことから、ダムの供用に伴う河床構成材料の変化への影響は小さいと考える。

更に、学強者へのヒアリングをしたところ、『ダム堤体より下流側の護岸を多孔質にし

て生息場を~2.慮することで生息は維持される。 i との意見があったことから、河川護岸に

魚巣プロック等の生態系に配慮した護岸プロックを整備しており本種の生息場への配慮

を行っている。

このことから、本種に対する環境保全措置の対応は行わないこととする。

{6）ヤマトシマドジョウ

本種については、準備書の公告・縦覧時点では、重要な種に位置づけられてなかったた

め、評価書での予測・評価は行っていない．しかし、その後 f第 3次レッドリストjに絶

滅危倶E類で掲載された。それを受けて平成20年度に本件事業の実施による本種への影響

の予測を行った。

本種が確認された石木川のl地点は、貯水池の存在により消失する。しかし、ダム場体

から下流側では、本種の生息環境が広〈残存することから、ヌド種の生息、は維持されると考

えられるとされている。

ダム堤体予定地上流からの砂礁の供給はダムの供用に伴いほとんどなくなると考えら

れるが、ダム堤体予定地下流の礁は現状においても 9箇所存在している堰によりストック

されている状態である。さらに、ダム堤体予定地下流では流入河川において砂の供給がみ

ら札、この供給はダム供用後も維持されると考えられるとされている。

さらに、学識者へのヒアリングにおいて、「ダム堤体下流の石木地区の水田や石木川上

流の棚田が維持されるのであれば、生息は維持される。Jとの意見があったが、川棚川流

域の水田の多くが農業振興地域に指定されており、今後も水田の維持は図られるe

このことから、本種に対する環境保全措置の対応は行わないこととする。

（ア）メダカ

本種については準備書の公告・縦覧時点で既に重要種に位置づけられており（「改訂・

日本の絶滅のおそれのある野生生物ーレッドデータブック－4魚類（環境省、 2003年）J

〈以下『改訂版レッドデータブックー魚類jとb、う．）に絶滅危慎E頚で掲載）、評価書に

h 
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5-9「要望書等について』
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要望書等について

石木ダム建設に関する平成22年度以降の要望書等は次衰のとおりである

表平成22年度以降要望書等に関する資料一覧表

震望電事it 年度 要望先 要望書事資料 頁

.:Q木ダム地域住民の会 平成22年度 長崎県知事 要望書 2 

II 平成23年度 ，， II 3 

若木ダム~股促進川棚町民の会 ，， II ，， 4 

右木ダム旭Ii促進佐世保市良の会 ，， II ，， 5～6 

長鋳9院．県儀会 ，， 回土交通省電事 ’F 7～12 

佐世生保市、市Si会 ，， ，， ，， 13～15 

佐世保市 II II ，， 16～19 

長鋳県 ，， 
” 

，， 20～25 

右木ダム泡段促進川棚町民の会 平成24年度 長崎県知事等 II 26 

長峰県S援会 ，， 国土交通省毒事 意見曾 27～29 

佐世保市Z霊会 ，， II ，， 30～32 

石木ダム対策飽m会 II 国土交通省 要望書 33 
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